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何回かにわたってお招きいただいてどうもあり

がとうございます。

今日は、あとの中田先生のほうが非常に精緻な

イスラームのレジュメなので、私のほうは何か

生々しい話で、ここ数年の、特にヨーロッパでの

イスラームとの共存をめぐる問題、大ざっぱに

言って、衝突を回避するほうに行っているかと言

うなら、そうではないだろうというお話をいたし

ます。イスラームと西欧は、衝突を激しくする方

向に向かっている。いまのところヨーロッパ各国

を見渡して、ヨーロッパ全体で1500万人とも、

2000万人とも言われていますけれども、はっき

りした数はわかりませんが、移民の人たちを中心

にムスリムの相当な大きなコミュニティを持って

おります。ざっと、フランスに500万人から600

万人、ドイツに300万人、イギリスに160万人か

ら180万人と言われておりますように、いずれの

国においても当然無視できない存在となっており

ます。これはあくまで全体を俯瞰しての話ですけ

れども、何かムスリムとの関係で、少なくとも摩

擦や衝突を回避する方向にヨーロッパ側が制度的

な変更をおこなうとか、あるいは新たな政策を立

案するとかということがあるかという傾向は皆無

ですね。非常に悲観的なんですが、まったくな

い。むしろこんなことが起きるんだろうかと思う

ようなことが、次々に起きます。もちろんそれは

やっているヨーロッパ側には理由があるわけで、

ムスリムの関係の人たちによってテロが起きるか

ら予防的措置だという大義名分を掲げた上で、実

際の政策としておこなわれるんですが。

最近話題になっておりますのは、移民の統合テ

ストというものです。長い期間にわたって定住す

る場合には試験を受けなければなりません。これ

はイギリスでも、フランスでも、ドイツでも、オ

ランダでも、オーストラリアでも実施が決まりま

した。言語はわかるんです、英語のテストをする

とか、オランダ語のテストをするとか。私の元の

学生が、いまオランダに住んでいるんですが、当

然彼女もテストを受けた。そのあと奇妙なことに

気付いたと言うんですね。自分たち日本人はこの

段階で終わりだと。ところが、トルコ人とモロッ

コ人に対しては、文化統合テストというのをまた

別にやると。これは明らかに明示的に差別をして

いるということです。そのモロッコ人とトルコ人

だけがターゲット、もちろんあとはスリナムの人

も若干ターゲットになるそうですけれども、これ

は、ムスリムがオランダの価値や秩序をどこまで

受け入れる気があるかをテストして選別しようと

いう文化的差別の合法化にほかなりません。「憲

法」上の表現、思想信条の自由に関することを

ちゃんと理解しているかという名目を掲げて、実

際には、例えば同性愛の写真を見せて、不快感を

示すかどうかをチェックするという思想調査で

す。私は、こういうことがヨーロッパで起きる

と、若いころには思わなかったですね。この数年

間ずっと見てきて、いや、どうしてしまったのだ

ろうということのほうが率直な印象です。

今日は、やはり大きな変化が9.11の前後にあら

われていますので、その前と後とを比べながら、

もともとヨーロッパが持っていた、簡単にはここ
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で括弧付きに「異質な存在」と言っていますけれ

ども、これは主としてムスリムのことですが、こ

の異質な存在との関係がどう変化をしたのか、あ

るいは制度的には変化していないんだけれども、

中身をどうすり替えたのかということについてお

話しします。

これもたいへん雑駁な類型ですけれども、国

家のもともとの構成員と、それから「異質な存

在」―簡単に言えば移民だと思ってください。

移民あるいは難民の人たち、もともとそこにはい

なかった人たちですね。かつ定住している人です

―、その両者の関係についての基本的な類型、

これはこの CISMORで何回かお話させていただ

いたので、今日は簡単にしますけれども、ざっと

言えば多文化主義型というか、最初から異質な存

在同士をうまく共存させることで国家を構成する

という考え方をとって、実際そういう政策をやっ

てきたのは英国、オランダ、あと、デンマーク、

スウェーデンなどもそうです。多文化主義型です

ね。複数の宗教、民族集団の併存が前提になって

おります。このタイプでは、宗教に関して言った

場合、これらの国は、次に言いますが、フランス

型の厳格な世俗主義、公的領域と宗教ないし教会

を切り離すというタイプの世俗主義は持っていま

せん。ご承知の通り、英国の場合には国家の教会

がございますし、オランダの場合には、カトリッ

クであれ、プロテスタントであれ、あるいはユダ

ヤ教であれ、イスラームであれ、公教育の領域

で、国立のイスラーム小学校というのを持つこと

ができる。こんにち40以上になっていて、政治

的にはたいへん問題とされていて、これ以上、増

やすなという議論が議会では優勢ですけれども。

少なくとも過去において列柱型というふうに言い

ますけれども、各集団が文化の柱を立てることが

認められている。そのなかには、公教育あるいは

メディア、病院等々、そういうものを各々の宗

教、集団ごとに持つことが「憲法」上保障される。

したがって、カトリックのコミュニティがあり、

プロテスタントのコミュニティがあり、あとは無

神論者のコミュニティ、別の言い方では社会主義

者になっていますが、そういう柱を立てていくこ

とが権利として承認されておりました。これはオ

ランダのケースですが、のちに20世紀の後半に

なって、ムスリムの移民が来て、定住をした後、

彼らの権利も同様に一つの文化の柱―カルチュ

アル・ピラーですね―として承認される。

ところが、カトリックとプロテスタントは現実

問題として、文化の柱というのを明示する必然性

がなくなるにつれて、あまり強固な組織がなく

なっていくんです。それに対して、後から来た

ニューカマーのムスリムの人たちは非常にはっき

り、いま自分たちの柱を立てようと頑張っている

最中ですので、このタイムラグはオランダ社会に

違和感を引き起こした。とりわけ9.11のあと、ム

スリムの移民に対する暴行事件、あるいは嫌がら

せのようなものというのは、ヨーロッパのなかで

は、私の知る限り、オランダでもっとも多発して

しまう。これも意外なことでしたね。オランダと

いうのは従来、ナチスに対する反感もあって、自

分たちを、何と言いますか、言い聞かせるように

自分たちは寛容である、寛容であるということを

繰り返してきた。政治家もそういうレイシズムの

事件等があると非常に強く批判をしましたし、こ

れはムスリムに対しても同じで、オランダで政治

的なリーダーになるためには、多文化主義という

のを前提にしてものを言わなければならなかった

んですが、ここ数年のあいだに著しく変化してし

まった。その変化はあとで言います。

それからフランス型ですけれども、これはもう

国家の理念ないしは原則と、一市民として、あく

まで個人として契約を結ぶということをすれば、

名目的に異質性が解消される。要するに自由、平

等、博愛の適用を受けるというふうにしてきたん

ですが、ただこれは幻想であります。同時に、そ

のフランス型の場合には、宗教に関しては厳格な

世俗主義で、国家と公的領域とのあいだの切り離
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しを「憲法」で規定する。これは通常私たちが、

日本で言う政教分離よりもより厳格で、激しいも

のですから、ご承知のとおり、フランスの場合に

は、学校でのムスリムのスカーフの着用等が法令

で禁止されていました。これは2004年以降に改

めて厳格に法令で禁止されます。

もう一つのタイプ、仮にドイツとしたんです

が、でもドイツ以外にあまりないんですけれど

も、「異質な存在」と一緒に暮らすということを

想定しないタイプです。これはドイツの成り立

ち、歴史的な経緯から言って、やむをえないとこ

ろがあるんですが、もともと中世以来の各地域の

領主の宗教が、その地域の宗教として残ってしま

うんですね。現在のドイツ連邦共和国のなかで

も、各州（ラント）ごとに州政府と宗教、教会と

の関係が規定される、一種のコンコルダートが認

められている。キリスト教に特殊な地位があるの

は、これは連邦の「基本法」、「憲法」でも同じこ

とであります。「憲法」上明記されているから、

各州ごとに、キリスト教に特権的地位が与えられ

る。特権的地位の内容としては、教会税の徴収、

これは国家が代理をしておこなうということもそ

うですし、公教育のなかで、プロテスタントとカ

トリックについては、宗教教育をおこなうこと

は、受けることが子どもと親の権利として保障さ

れるということであります。

ざっと見て、こういう多文化主義型と、それか

ら原則理念との契約型―これはフランスに言わ

せれば契約なんですけれども、移民の側から見れ

ば強い同化政策です―と、３番目がドイツ、簡

単に言えば、いてもいいけれど、居場所があるか

どうかわからないと言っているケースでありま

す。ドイツの場合には、どういうメンバーとして

この社会に参加するのかという理念や原則をもっ

ていません。

２番目に、それが内在的な排除、つまり共存を

妨げる側の論理が、どういうふうに機能するか

と。これは歴史的なもので、9.11以前からあるも

のですが、多文化主義型の国の場合というのは名

目上排除の論理が存在しません。私たちにある権

利はあなた方にもありますと認めますよ、という

ことですよね。ただし、われわれと彼らとのあい

だの境界の存在というのを前提にしていますの

で、先ほどオランダのケースで申しましたよう

に、文化の柱というのは、カトリックはカトリッ

クのコミュニティとして立てるという意味ですの

で、プロテスタントのコミュニティにも同じ権利

は承認しますが、当然のことながら、そこには壁

といいますか、各々の柱を隔てるものというのが

含意されているという前提にあります。このこと

が排除の論理にどうつながるかなんですけれど

も、実際にオランダは従来からその壁を踏み越え

て、相手方に行ってはいけないとは言いませんで

した。ですから、カトリックだった人が無神論の

コミュニティに移ってもべつにかまわないわけ

で、それを禁止することはしなかった。ただし、

考えてみればすぐわかることですが、これを制度

的に、「おまえはこっちへ来るな」とすれば、ア

パルトヘイトになるわけです。つまり、もともと

帰属している集団から、別の集団への移動を制度

的に禁ずるようなことをすれば、アパルトヘイト

になります。アパルトヘイトの発想自体は、極め

てオランダにはわかりやすい発想だったはずで

す。ただしナチス以降の歴史があって、オランダ

は自縄自縛で、そういうことは絶対にしてはいけ

ないんだと、オランダ本国ではずっと言っていま

した。しかし南アフリカで何をやってきたかは、

ご覧になれば、これは紙一重だということです。

極端なことを言えば、多文化主義型というのはア

パルトヘイトと紙一重なんです。一瞬、相手の領

分を乗り越えてしまうと、あっという間に攻撃的

になります。9.11の後に、オランダで暴行事件が

一番発生したというのは、ひょっとしたらやっぱ

りこの紙一重という特性が出たんじゃないか。こ

れをオランダの知識人に言うと、ひどく嫌がりま

すけど。
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２番目の国家原則、理念との契約の問題ですけ

れども、これはフランス型でありますが、簡単に

言ってしまえば、契約に違反した行為をした場合

には、排除が前提になるということです。これは

簡単に言ってしまえば、自由、平等、博愛なり、

世俗主義なりに、いや、私は違和感があると。こ

のうちの一つは認められないと―これは特にム

スリム側から世俗主義、ライシテに対して提起さ

れることが多いですが、これを公然と言った場合

には、「おまえ、出ていけ」ということになりま

す。だから博愛と訳すのは、やめたほうがいいと

思っているんですけれども、つまり「おまえのこ

こが嫌いだと言っても、愛してあげるから、ここ

にいていいよ」というようなセンスは、フランス

にはないんです。つまり契約がなされている限り

において平等に扱うと言っているのであって、契

約の内容について異議を唱えると、この排除とい

うのは肯定されます。しかもそれは排外主義と見

なされない。つまり「憲法」原則に反しているん

だから、反した主張をしたんだから、「憲法」違反

であると言われるだけのことで、これを排除と認

識する思考のメカニズムというのは、フランスに

ない。もともとなかった。例えば、人種的な問題、

明解に人種的な問題、肌の色の問題であるとか、

あるいは民族を集団的に差別するというようなこ

とについては、一定の範囲でフランスのなかに

は、それを抑止するメカニズムははたらいていた。

ただし、現実には差別があった。郊外での暴動

を見ればわかるように、現実としては自分が黒人

であるから、あるいはアラブ系であるからという

理由での差別というのは存在していたので、ただ

し非常に厄介なんですが、フランスの場合、おま

え達はそうやって差別しているじゃないかという

ふうに批判を移民の側が提起した場合に、まとも

に向かって受けてくれないんです。これは何度も

そういう事例を調べていって、どういうレトリッ

クでフランス側がすり抜けてしまうかということ

は、よくわかりました。つまり、あるアルジェリ

ア系の人が、自分が就職において差別された、日

常生活のなかで、こういうひどい目に遭ったとい

うことを仮にフランス社会に対して訴えたとしま

す。そうすると、フランスが何と応答するかとい

うと、「差別をした人間がラシストである、これ

は極めてけしからんことだ」と、これはみんなそ

ういうふうに言うんです。確かにそう言います。

たしかに、フランス共和国には、アルジェリア人

を集団的に差別するという観念もなければ、制度

もない。したがって個人がラシストであったとい

うことは糺弾するけれども、フランス共和国には

責任がない。こういうかたちになるんです。ただ

その結果がどういうことになったかは、みなさん

ご承知のとおりで、非常に鬱積した不満を解消す

る道がない。サルコジになってからは、本気はど

うかは知りませんけれども、一種のアファーマ

ティブ・アクションみたいなことをやるというこ

とを一時発言したことがあります。ただこのア

ファーマティブ・アクションというのは、集団的に

ある種の人たち、属性に属する人たち―人種で

もいいですし、民族でもいいですが―を制度的

に差別したことを認めることになります。これは、

フランスの共和主義者は頑として受け入れないで

あろうと思うんです。したがって、サルコジがど

こまでそれを本気で言っているのかは不明です。

もう一つ最後の、「異質な存在」を想定してい

ないドイツのかたちですが、そもそもドイツの場

合、外国人との共存、どうやって社会をともに構

成するかという原則がないので、したがって後追

い的に、何か問題が起きると対応するということ

を繰り返してきました、これまでもそうです。し

たがって、排除の論理が多様な形態をとって表出

することになります。後追い的というのは、こう

いうことです。ドイツでは外国人のことを、長

年にわたって「ガスト・アルバイター」という

表現をしてきました。「ガスト」は当然ゲストで

すから、一次的な滞在者であることを含意して

いる。「アルバイター」は労働者です。たしかに
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1960年代に、ほとんどが雇用双務協定に基づい

て、ヨーロッパの地中海諸国およびトルコ―最

大の送り出し国はトルコですけれども―から人

が入ってきたときに、彼らをまずガストと呼んで

いることからわかるように、ずっといるとは思っ

ていなかった。トルコ人の側も、ずるずる滞在を

引き延ばしたんですけれども、ずっといるつもり

はなかったんです。定住することがはっきりした

のは、1973年のオイルショック以降のことで、

これはドイツに限りませんが、1973年のオイル

ショックをきっかけにして、一斉に外国人労働者

の募集を停止します。ただそれまでに、適法なか

たちで入国をして定住をしていた人たちについて

は、滞在許可を更新するというかたちで定住を認

めていったんです。

ドイツの場合もそういうふうにしたんですが、

ここで大きな違いが出てくるのは、例えばオラン

ダなどは、彼らに対する呼称、呼び方をだんだん

変えていくんです。最初は「エスニック・マイノ

リティー」という言い方をしたり、それから「イ

ミグラント」という言い方をした。要するにオラ

ンダ語の場合は外国人は「アロフトーネン」です

けど、だんだん、そうは呼ばないようにしようと

変えるんですね。しかし、ドイツは変えないんで

す。これがすごく遅くなるんです。もう第二世代

の時代になってもなお、「ガスト・アルバイター」

と呼び続けた。だから現実に合ってない。もうガ

ストじゃないことは、子どもがドイツで生まれ

育ってくれば、わかっていたはずなんですが、

やっぱりガストなんです。このへんのところに、

ドイツ社会に意識的に共同体を構成するメンバー

だとは、やっぱりどうしても見なせなかったとい

うことはよくあらわれています。その後、いろい

ろ議論になって、何と言ったかというと、「アウ

スレンディッシュ・アルバイトネーマー」と言

いましたから、まさに外国人の労働者、それで

も「アウスレンディッシュ（外国人の）」という

ところにひどくこだわったんですね。さらに20

世紀の終わりぐらいから、この2000年代に入っ

てからですね、面白いんですが、もう国籍も持っ

ている。そして定住している。そういう人たち

にして、「ミット・ビュルガー」と言うんです。

「ビュルガー」は市民ですけれども、どうしても、

ただの「ビュルガー」と言わず、「ミット」と付

けるんです。どうしても何か壁をつくってしま

う。ドイツ側に言わせると、これは定義を明確に

しているんだと言うんですが、言われているほう

からすると、もう国籍も持っているし、定住し、

子どもたちは全部ドイツ国籍持っていて、何故ま

だ「ミット・ビュルガー」と言われるんだと、ど

うしても思います。これは排除しているんだろう

というふうに。排除と言わないまでも、少なくと

もそこに線引きをされて、おまえたちは自分たち

のネイティブとは違うんだということを明示され

る。この、ドイツ社会との境界を明示されるとい

うことを、ドイツにいる移民たちは、日常の生活

のなかでずっと、経験をせざるをえません。

9.11以前と以後との相違のことに、次に入って

いきます。この多文化主義型の国、先ほど申しま

したように、オランダを例に、イギリスもそうな

んですが、ある種、非常に感情的なイスラームに

対する反感、イスラモフォビアが一番激しく出て

しまうのは、このタイプです。つまり、もともと

多文化主義というのは、コミューナルに統合すれ

ばいい。つまりコミュニティを維持して構わない

という原則に立っていますが、同時にそれは相互

不干渉の前提にたってきた。そこでアメリカやロ

ンドンでテロが起きると、「われわれ」と「彼ら」

の境界が突然崩壊したように感じたんですね。崩

壊したというのは、ムスリムたちが自分たちの秩

序や安全を破壊した。そういうふうに受け取った

人たちが多い。それに対する感情的な反発として

反イスラーム感情が吹き出していきます。この

際、ムスリムあるいは移民に対する攻撃のさまざ

まなディスクールがありましたけれども、当該国

のメディア、つまりオランダのメディアやイギリ
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スのメディアは、それを極右的な動きだと言って

批判することはありました。

しかし、私はこれを極右の排外主義ではないと

考えています。もちろん伝統的な極右による排除

主義もあるのですが、それに加えて新たな動きと

して、「リベラル」によるイスラモフォビアが台

頭したと。この場合の「リベラル」なんですが、

日本人には甚だわかりにくいことですけれども、

彼ら自己規定としては、少なくとも自称リベラル

なんですが、本質的にはリバタリアンであって、

他者が自分たちの領分を侵したことに激しく反発

する人々です。この場合、他者というのはムスリ

ムのことですが、ムスリムがわれわれの秩序や安

寧を侵した。恐怖に陥れた。したがって、彼らに

対して敵対するのは当然の権利だというふうにと

るんです。ですから、従来の非常にエスニックな

ナショナリズムの発露として異質な存在に出てい

けと、敵対しているのではなくて、自分たちの快

適であるべき空間を侵した相手に対しては、これ

を攻撃する。したがって自分たちはリベラルなの

であるというふうに自己規定してしまうのです。

だから極めて厄介なんですが、現在、オランダで

もっとも排外主義を強く言っているのは、極右政

党ではなく、リベラル政党です。これは多文化主

義型のジレンマです。これはイギリスでもリベラ

ル・パラドックスというような言い方で、自分た

ちは多文化主義によって、寛容に処遇してきたは

ずなのに、何故ロンドンのテロは起きたんだとい

う、そういう問題提起と似ています。

例えばこの混乱を象徴するのが、オランダの場

合ですが、アヤン・ヒルシ・アリというソマリア

出身の政治家の追放劇でした。彼女は難民とし

てオランダにやって来て、ソマリアでの経験か

ら自伝を書いて、それを映画監督のテオ・ファ

ン・ゴッホに渡して、ゴッホは『サブミッショ

ン』（服従）という映画をつくります。この内容

は、ムスリムが見れば激怒するもので、結果とし

てモロッコ系の過激なムスリムによって監督は暗

殺されました。オランダでは、それこそ寛容の精

神への挑戦として、激しい非難が巻き起こりまし

た。ところがこのアリに関して、去年スキャンダ

ルが起きます。彼女の自伝の内容が嘘だったとい

うのです。彼女はのちに実際嘘であることを認め

ました。それは、彼女自身はソマリアから直接オ

ランダに来たのではなく、ケニアのナイロビに住

んでいた比較的裕福な商人のうちの娘だったと。

彼女が『サブミッション』のなかで書いたよう

な、強制的な結婚や肉親からの暴力も経験もして

いない。ただ彼女はオランダに入ったあと、ライ

デン大学で学び、ソーシャルワーカーの仕事をし

ていて、同じソマリア出身の人たち、女性たちの

悲惨な生活というのを聞き取っていて、それを自

分の話にすり替えたようです。難民として申請し

たときの日付とか、申請書類に虚偽があったとい

うことが暴露されまして、これもすごいんですけ

ど、オランダの公共放送の第３チャンネルという

ところで、この偽りについてのドキュメンタリー

が放送されました。彼女はのちに政治家になって

おりまして、リベラル政党、自由民主党（VVD）

の国会議員でした。同じ政党、当時連立与党だっ

たんですが、移民担当大臣のリタ・フェルドンク

は、まずヒルシ・アリの議員特権を剥奪したうえ

に、国籍を剥奪するという暴挙に打って出ます。

のちに、まわりの国にたいへんな非難を受けまし

て、このヒルシ・アリは、例えばドイツやフラン

スの新聞では、「黒いジャンヌ・ダルク」と書か

れておりました。

よくわからないことが起きるんです。ヒルシ・

アリはもともと非常に反イスラーム的な宣伝、プ

ロパガンダをやっていた人物です。その点ではリ

ベラル政党とは利害が一致していたんですが、し

かし難民としての申請を偽ったという理由で、こ

ともあろうに国会議員を国外追放するという、こ

れも10年前のオランダだったら考えられないで

すね。しかもこれは論理が極めて混乱しているん

です。ヒルシ・アリ自身は、アメリカの、かなり
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保守系のインスティチュートだと思いますけど、

アメリカン・エンタープライズに行ってしまっ

た。行く話がもう既にできていたようです。あと

で、フェルドンク移民担当相は、この国籍剥奪を

撤回すると言うんですが、しかしヒルシ・アリは

もう行ってしまったと。アメリカの当時のネオコ

ンのサイトを見ていると、オランダはヒルシ・ア

リを失い、わが国はヒルシ・アリを得たと書いて

あるんですね。

虚偽かどうかは、ヒルシ・アリ自身が認めるま

で私も知りませんでしたが、ソマリアでそういう

ことが起き得るであろうなとは私も思っていまし

た。しかし、虚偽の脚本によってムスリムの憎悪

を掻き立て、テオ・ファン・ゴッホ監督の死に結

びついたことになります。そうなると、正直なと

ころ、彼の死は何だったのか―共生について深

刻な懸念を持たざるを得ません。

ヒルシ・アリ自身は非常に反イスラーム的なプ

ロパガンダをおこなって、アメリカに行ってしま

いますが、そのプロパガンダの残滓はオランダに

残ります。いまはリベラル政党のなかから生まれ

たヘイルト・ウィルダースという新しいリーダー

が登場して、その前、2002年のときは、ピム・

フォルタウィンというのが出てきて、一時、議会

のなかでわっと伸びたんですが、彼は暗殺され

て、これは移民がらみではなく暗殺されたんです

が、その次はいま、ウィルダースが非常に強い力

を持ってきております。

次にフランス型ですけれども、フランス型は、

9.11との前後でどういう関係にあるかと見てみる

と、理論的には異質な存在との関係性において

は、9.11の影響を受けません。多文化主義型のほ

うが、つまり、さっき言ったように、壁を越えて

相手方に入ることを想定しなかったために、実際

にテロが起きて、自分たちの快適な生活が踏みに

じられたとなった瞬間に、その攻撃が発生するん

ですが、フランス型の場合には、もともとフラン

ス共和国への強い同化圧力がありますから、9.11

の影響をそのまま、論理的に受けるわけではない

んです。ただ、国家原則や理念との齟齬を来して

いる移民に対して、過剰に反応するようになり

ます。ですから極めて内向きの、ある意味では

ナショナリスティックな、彼らはナショナリス

ティックと言うんじゃなく、それは共和主義であ

るというふうに言いますけれども、そういう共和

国主義に傾斜してくる。ですからフランスにおけ

る宗教シンボルの「禁止法」というのは、2003

年から議論されて、2004年に制定されますけれ

ども、これは明らかにムスリムのスカーフ、ベー

ルをターゲットにしていることは、もう議論の余

地はありません。

ちなみに一つだけ言えば、議論のプロセスのな

かで、これ見よがしなシンボルはいけないと言っ

ているんですね。「これみよがし」、オスタンシー

ブルとかオスタンタトワですけれども、何をもっ

て、これみよがしと言うのかは規定がない。具体

的に政府があとで出しているのは、小さな十字

架、小さなファトゥマの手ならいいと言っていま

した。ですが、スカーフを小さくしようがない

じゃないですか。ばかげていますよね。小さなス

カーフというのをやるんですか。十字架は小さく

できますけれど。だから十字架は『ドラキュラ』

の映画に出てくるような、大きいのを持ってき

て、これはだめなんだそうですけど、ブローチな

らいい。

ユダヤ教徒の場合のキパはどうするかというの

は問題になったとき、フランスは極めて歯切れが

悪く、何を言ったんだかよくわからないんです

が、要するに前から見たときに見えないからいい

ということらしいですね。あれはうしろに行かな

いと見えないでしょう。ところが、ムスリムのス

カーフはどこから見たって見えていますから、極

めて明示的で、オスタンシーブルであると、これ

みよがしであるということになります。これも奇

妙な感じがするんですよね。もうちょっと論理的

な議論にならないのかなと思ったんですが、最終
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的に逐一この議論のプロセスを追っていくと、そ

ういうものが次々に出てきてしまうんです。リセ

のムスリム女子学生のほうは対抗しましたよね。

バンダナを巻いて登校したんですが、今度はバン

ダナも禁止だと。彼らなりに小さくしたんです。

バンダナでもだめだと。バンダナも、訴訟になり

ましたけれども。次に、水泳帽みたいなゴムの

キャップをかぶって、その上からかつらでどうだ

というのもやったんですけど、それでもだめだ

と。この議論の過程を見ていると、だんだんがっ

かりしてきました。ということは、われわれはフ

ランスに過剰に期待していたのかもしれません。

もう少し理性と論理が貫徹するんじゃないかと

思っていたんです。ある意味では極めて原理原

則、共和主義に立って、ライシテの世俗主義を守

るんだと言っていますけれども、その運用規定の

部分になると、さまざまな齟齬が出てくる。そう

いうところでは、ムスリムがターゲットにされて

いることについては、不問に付されるという状態

でこんにちに来たということです。

それから、このフランスの場合に、特に付け加

えて申しあげておきたいのは、これはヨーロッパ

内部での共存ではないんですが、このフランス共

和国の世俗主義（ライシテ）というのは、ヨー

ロッパのなかでも孤立したシステムです。ほかの

国にはありません。この問題に関して、敵対する

べき相手を誤認しました。これはトルコの EU加

盟反対に関して、極めて理性を欠いた対応をした

という外交上の問題ですけれども。つまり2002

年に、トルコは EU加盟交渉、コペンハーゲン基

準―コペンハーゲン基準というのは、人権と

か、法の支配とか、市場経済のメカニズムですけ

れども―に関する規定をクリアすれば本交渉、

加盟交渉に入るということが EUサミットで合意

されます。ところが2004年に実際、本交渉が始

まるあたりから、特にフランスで強いんですけれ

ども、とにかくトルコは正式加盟国に入れるなと

いう世論が高まってきます。ドイツでもそうです

し、あるいはデンマーク、オランダ、オーストリ

アなどの国が、トルコの EU加盟に反対を始めま

す。フランスがそこで EU加盟をブロックするた

めに持ち出した論点、具体的な点で何があるかと

いうと、一つはキプロスの承認問題でした。たし

かに現在、キプロス共和国―ギリシャ系のほう

です―は、EUのメンバーに入っていますね。

2004年に加盟したんですけれども、キプロスの

島自体は、北半分はトルコ系のムスリムが住んで

いる地域で、南半分がギリシャ系なんです。ご承

知のように、分断されていますよね。実は、ギリ

シャ系のキプロス共和国を承認するかしないか

は、トルコにとって EU加盟交渉の条件ではあり

ません。これを EU側は知っているはずです。ど

うしてかというと、キプロスの統合、南北の統合

というのは、2004年の加盟直前に、国連の当時

のアナン事務総長の提案したプランにしたがっ

て、何とか統合しようとしたんです。住民投票に

かけたんですが、アナン提案を北側のトルコ系の

ほうは受け入れたのですが、ギリシャ系が多数の

反対で蹴ってしまいました。蹴ったために、分

断された状態で、ギリシャ系のキプロス共和国

が EUに加盟する。これは EUにとっては非常に

大きな失態で、実際には統合させたうえで加盟さ

せるはずだったものが、できなかったんですね。

現在、トルコがギリシャ系のキプロス共和国を承

認していないのは、統合した場合には承認すると

言っているんですけれども、それができないま

ま一方だけが EUに入ってしまったので、トルコ

としてはギリシャ系キプロス共和国だけを単独で

承認することはできないということなんです。し

かもそのことが加盟条件ではないことは、EU加

盟国はすべてわかっている。にもかかわらず、

2005年の８月２日でしたけれども、当時のドビ

ルパン首相が突然、加盟国の一つを承認していな

い国とは加盟交渉はできないというふうに言明し

て、このキプロス問題を理由にトルコとの交渉を

ブロックします。次に出てくるのは、アルメニア
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虐殺を否定すると処罰するという法案ですけれど

も、これも歴史認識の問題はともかくとして、ト

ルコをターゲットとしていることは明らかですか

ら、トルコの加盟に対してノーというさまざまな

メッセージを、こうしてこの数年間のあいだに繰

り出してきます。

その背景がどこにあるかなんですが、フランス

にはもともとトルコ系の移民そんなに多くいるわ

けではありません。したがって、トルコ系移民が

多すぎることからトルコに対する敵対感情があっ

たわけではありません。実際、シラク大統領は任

期の大半はトルコの加盟支持でリードしたので、

末期になってから突然変わってしまった。次の大

統領候補だったサルコジはだめと言っていまし

た。となると、やはり9.11以降、ヨーロッパにも

広がっていた反イスラーム感情というのが、向け

るべき相手が、とにかくムスリムの国であればい

いということで、トルコに向いてしまったんでは

ないかと、これは想像ですけれども、そういうふ

うに思います。

もう一つのドイツなんですが、9.11以降、ドイ

ツで何か変わったかというと、やはりこれも理論

的には変わらないんです。異質な存在との関係と

いうのをちゃんと規定していない国ですから、

9.11以降、制度的に、ムスリムとの共存関係が変

わったりすることはない。ただし、ドイツの場合

非常に重要なのは、従来から外国人憎悪というの

が、ドイツは強いですね。自分たちの問題とし

て、外国人憎悪の問題があることをドイツ社会は

自覚してきました。外国人に対する排除や差別を

戒めるという主張はもちろんあるのですが、それ

を止めることはなかなかできなかった。従来の排

外主義は人種や民族を対象にしていたんですが、

9.11の後、宗教をターゲットにすり替えていきま

す。これはなかなかドイツの怖い点で、そもそも

文化の相違だということで、民族的な差別があっ

たんです。ところが文化の相違が、今度は価値と

か、規範の相違に転換されて、つまりムスリムの

価値や規範とわれわれのものとは違う。しかも、

彼らのものは民主主義に反する、人権に反すると

いうかたちでのレトリックが、ドイツの場合、非

常に急速に強く出てきます。明示的に差別を正当

化いたします。

このことが大きな矛盾としてあらわれるのが、

ドイツにおけるスカーフ問題なんです。フランス

でのスカーフ問題は、憲法原則との齟齬が争われ

るものです。フランスにおいては、「国家と教会

との分離法」が1905年に制定されていますので、

100年の歴史を持っていますし、「憲法」上の原則

です。しかしドイツの場合には、そのような世俗

主義や、政教分離を「憲法」上の原則として持っ

ていません。ドイツは政教分離国家ではありませ

ん。そのために、極めて奇妙なことが起きます。

アフガニスタン出身のフェレシュタ・ルディン

という女性が、ドイツで教育を受けたうえで、

シュツットガルトで小学校の教員の採用試験を受

けます。彼女は教壇に立つときも、スカーフを外

すことを拒んだために、シュツットガルトの教育

庁から任用を拒否されます。これに対して、ル

ディンさんは行政訴訟を起こします。行政裁判は

三審制ですけれども、３回ともルディンは敗訴し

ます。シュツットガルトの地裁、あの国は行政裁

判所が別にありますので、連邦行政裁判所でも彼

女は敗訴します。なぜ敗訴したかと、理由は大変

複雑なんですけど、一つだけ挙げると、生徒の側

の受け身の信教の自由が侵される危険があるとい

う点が大きかったんです。つまり、あくまで、こ

こでの論争というのは、スカーフはイスラームの

シンボルであるということは、ほとんど動かない

んです。そのイスラームという宗教のシンボルを

身に着けて教壇に立つと、生徒側にムスリムや、

いまいろんな人たちがいますから、その子どもた

ちが受け身のかたちで信仰の自由を表明する機

会を奪われる恐れがあるという点です。ところ

が、それでもルディンはあきらめずに、「憲法異

議」を申し立てます。ドイツの場合、最高裁まで
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行きましても、「憲法」に直接異議がある場合に

は、憲法異議というかたちで、連邦憲法裁判所に

提訴できます。ルディンも憲法裁判所に提訴しま

した。その判決が、ちょうど9.11のあとに出てく

るんですけれども、ルディンは勝訴します。連邦

憲法裁判所は、なぜルディンの訴えを認めたかと

いうと、公的役務に就いている公務員としての教

員に服装規定がない。連邦法にせよ、州政府の法

にせよ、そういう規定はない。規定がないものを

脱がなければだめだということも言ってしまう

と、今度はルディンの側の個人の思想、信条、信

教の自由に抵触するということで、憲法裁判所で

ルディンの訴えは認められるんです。しかし、ル

ディン個人は勝訴したんですが、憲法裁判所の判

決には、後段の部分があって、民主的な立法者と

してのラント（州）の議会は、この件について立

法できるとしているんです。

そこからがたいへんです。南部のカトリックの

強い地域を中心に、あっという間に、スカーフを

禁止する条例が次々に可決されていきます。ル

ディン個人は勝訴したんですが、スカーフ問題は

そのあとにわっと出てきてしまいます。現在、九

つのラントで禁止していますが、ここで二つの問

題を指摘できます。一つは、カトリックの強い南

部地域では、特にこれは政治家たちが明解に主張

したことですが、宗教のシンボルといっても、キ

リストの十字架とスカーフを同列に扱うなと、

はっきり言っています。実は、スカーフがイス

ラームという宗教のシンボルかどうかも、本来は

論争すべき点だったんですが、最初からスカーフ

がイスラームという宗教のシンボルあるいは政治

的イスラームのシンボルだという主張がきわめて

強いんです。自分たちでそう言っておいて、南部

へ行くと、同じシンボルだけれども、十字架と同

列に扱うべき質のものではないというかたちで、

今度は排除されるんです。南部バイエルン州の場

合には、キリスト社会同盟（CSU）という政党が

力を持っていますけれども、CSUも、他の地域

での兄弟政党であるキリスト教民主同盟（CDU）

も、繰り返し同じ論理を使っています。まずシン

ボルだと。次に、シンボルとして十字架と比べる

べくもないと言っているのは、要するに非常に否

定的な意味で言っているのですが、だから果たし

てスカーフが宗教的シンボルであったか、あるい

はましてや政治的シンボルであったか否かについ

ての冷静な議論がおこなわれなかったという点

が、ドイツの場合大きな問題です。ベネディクト

16世が南ドイツに行って講演した。例の講演で

もめましたけれども、あのときにもドイツのキリ

スト教勢力は、ベネディクトに対して同情的とい

うか、同意するような、同調する意見が出ていま

した。

さて、時間も迫ってきましたが、ちょっと視覚

を変えて、EUというのはこの問題に何か答えが

出せるのか。べつにヨーロッパがイコール EUで

はありませんけれども。私はあまり楽観的ではな

い。多分無理だろうと思うんですね。EU自体は

文化の多様性ということを前提にした組織ですけ

れども、加盟国の各々の国家の現構成員と、それ

から新たに入ってきた人たち、異質な存在とのあ

いだの関係を調停するような機能は、EUはまっ

たく持っていないんです。そういう論理もありま

せん。各国のなかの国民、例えばもっと原理的に

言えば、加盟国が誰を国民にしているのか、国民

の定義とは何かというようなことに関しては、

EUは一切そのことは棚上げにしたうえで EUを

つくっていますので、多文化主義型なのか、それ

とも同化主義型なのか、血統主義型なのかとい

うことについては、何ら EUは触れていないんで

す。したがって、そのようなもともとの加盟国の

基本的な原理から、共存に対する障害が発生した

としても、EUがこれを調停する能力はありませ

ん。伝統的な反人種主義の延長線上にある排外主

義に対する批判、反排外主義を唱えることはでき

る。しかし、その場合、必ず寛容ということを言

いますけれども、このトレランスなる用語が何を
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意味しているのかが加盟国の定義によって違って

いるために、結局、みなどの国もトレランスを持

たなければいけないとはいうものの、意味してい

る中身が違います。

例えば、宗教的な服装をする、宗教的なコミュ

ニティを維持することはいいじゃないか。これは

オランダやイギリスではトレランスのなかに入り

ます。しかし、フランスでトレランスに入るかと

いうなら、これは絶対に入りません。実際、ス

カーフを着用した女性は「寛容」には扱われてい

ません。スカーフをしている人に対して脱げと

言っているわけですから。脱げと言っていること

は、イントレラント（不寛容）じゃないかと思う

のですが、もしフランス人に言えば、いや、そう

ではない、われわれはトレラントなんだ、彼女た

ちにスカーフを脱がせることによって、彼女たち

を啓蒙するんだ、彼女たちに自由を与えるんだと

言います。したがって、「スカーフを取れ」と命

じることさえ、われわれの言う寛容なんだという

ふうになります。実はイギリスとフランスのあ

いだは議論が成り立たないんです。議論が成り

立たないことについては棚上げにするというの

は、各半世紀の EUのやり方でしたので、この種

の問題については、EUは解決ができません。し

かも EUが容認した文化の多様性というのは、イ

スラームあるいはムスリムを、現実に EUの世界

のなかにいるムスリムを対象にしたときには機能

しにくいです。なぜ機能しないかという理由は、

個々の、いま、ざっとお話を分けてお話をしてき

た限りでもおわかりのとおり、その国の原理原則

によりますので、一概には言えません。ただ結果

的にどのケースも排除のターゲットがムスリムに

向かってしまう。

だからその点でスカーフの問題は象徴的だと思

うんですけれども、フランスで衝突しているの

は、国家の世俗主義とのあいだの衝突です。しか

し、ドイツでスカーフを規制するといって、ムス

リムの移民側と衝突しているのは、どちらかと言

えば、ドイツはキリスト教国なんだから、もう彼

らを見たくないという意味です。これも驚くべき

ことですけれども、私は十数前からベルリンの街

頭で市民にインタビューをしてきました。ゼミの

学生を連れてフィールドワークに行くときに、わ

ずかなものですけれども、そういう共存に対する

質問をしてきました。ここ、２、３年のことで

す。ドイツはキリスト教国なんだから、これ以上

モスクが増えるのが嫌だ。ああいう姿は見たくな

い。だってスカーフというのは政治的な原理主義

のシンボルなんでしょう。あれを学校へ持ち込む

のはよくない。この種の意見が急速に増えていま

す。この変化には愕然としました。前は、少なく

ともトルコ人だから嫌だと公言する、私は許可を

とってビデオを撮っていますから、カメラの前で

そういうことは口にしなかったはずです。トルコ

人がこれ以上いるのは嫌だということを言うのは

極右の連中だけであって、普通の市民がそういう

ことは口にしない。いや、いてもいいんだよ。で

も、彼らもドイツ語はちゃんと勉強してほしい

―こういう主張には正当性がありますし、トル

コ人をはじめムスリム移民の側も納得します。し

かし、争点がイスラームにすり替わった瞬間、こ

こまで明示的に言ってくるのかと思うくらいはっ

きり差別が出てきます。

これらが重層的に重なったために、さっきも

ちょっと触れたんですが、トルコの EU加盟交渉

に非常にネガティブな影響を与えています。トル

コ側は動揺したんですね。いままで、つまり、ト

ルコというのは1962年ぐらいから EUに加盟申請

をずっとしてきて、1970年代、1980年代と、だ

めだ、だめだと言われてきたのは、トルコの軍の

力が強いために、シビリアンコントロールができ

ていないと。軍が政治に干渉する。だから民主主

義ができていない。クルド問題等に関しても人権

の保障ができていない。こういう理由だった。そ

れはコペンハーゲン・クライテリアというかた

ちで提示されて、2004年に一応 EU委員会、欧州
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委員会は条件をクリアしたと判断したんです。と

ころがトルコは長足の進歩を遂げたと判定された

ころから、急速に EU加盟国のいくつか、フラン

ス、ドイツ、オーストリア、デンマーク、オラン

ダですけれども、これらの国が強烈にトルコの加

盟を阻害するほうに動き始めた。これは EU側が

もともと言っていた、トルコで民主主義が充分で

ないとか、人権が充分でないとかいう理由とは違

うということです。トルコを正式加盟国から外せ

という論理は、人権や民主化について、加盟基準

を満たしたと EU自身が認めたあとに出てくるん

です。これは矛盾ですよね。まだまだトルコで民

主化ができてないからだめだというんだったら、

トルコ側は理解したはずです。 

しかし、この条件はクリアされたと言われたあ

とに、先ほど言いましたけど、突然、キプロス問

題は出てくる、アルメニア問題は出てくるという

ことになると、トルコは強く反発し、非常に孤立

感を深めてしまう。トルコ側で EUに加盟したい

という世論が急撃に減少したばかりか、EUに対

する敵意が上昇してきているのは、深く懸念して

いるところです。このことが、今日の直接のテー

マとは、ずれるかもしれませんが、いま、トルコ

という国で起きていることに、結局波及してし

まったんだろうなと思います。いま、それを私は

まだ同時並行で見ている最中ですから、断定的に

は言えませんけれども、７月に総選挙がおこなわ

れて、トルコでは公正発展党という、比較的穏健

なイスラーム色のある政党が圧勝しました。軍は

非常にいらだっています。軍だけがその世俗主義

を死守するという姿勢を貫いています。軍の出す

声明というのが、徐々に悲壮感の漂うものになっ

てきて、４月に軍は、当時大統領選挙の最中だっ

たんですが、いまの アブドゥッラー・ギュル大

統領に強い懸念を抱いていました。彼自身はイス

ラーム的な方向に国をリードしようという信念を

持っている人です。４月27日だったと思います

けど、軍はウェブサイトに声明を出しました。欧

米のメディアからは、「e-coup」って書かれまし

たけど、「e」は e-mailの「e」で。まだそういう

政治干渉をやっているのかと。文章を読んでみる

と、なかなか悲壮感があるんです。大統領選のこ

ととか、世俗主義のことを直接言っているんじゃ

ないんです。子どもの日のことを書いているんで

す。トルコには子どもの日があるんですけど、そ

れは国家の祝日ですから、まったく宗教と関係な

い。本来子どものためにあるべき祝日に、『クル

アーンの朗唱コンテストをおこなった国立の小学

校が何校かあると。それに参加させるために、女

の子たちに「時代遅れな服装」をさせ、しかも深

夜に移動させた。軍がそんなことを声明に出して

くること自体、かなり軍自体が冷静さを失ってい

るかもしれない。このような事態に直面している

さなかに、大統領選挙がおこなわれている。

今年トルコで、有名な流行語大賞みたいなのに

選ばれると言われているんですけれども「言葉で

はなく、信念で」世俗主義を守ることを要請する

というようなメッセージで締めくくられていま

す。それに対してもイスラーム政党側からは、ま

だ軍が干渉している。あるいは EU諸国の側も、

軍がまだ政治にこういうかたちで干渉するのかと

いう批判的な意見が出されました。ただイスラー

ム政党の公正発展党は勝利しましたし、ギュルは

大統領に選出されました。

いま、トルコの大統領官邸のホームページに入

ると、面白い写真が出てきます。ギュル大統領本

人の写真は小さな切手みたいな写真しか出てこな

いんですが、ファーストレディの経歴というとこ

ろをクリックすると、ギュル大統領とギュル夫人

のツーショットが出てくるんです。ギュル夫人は

スカーフで髪を覆い、のど元も覆った服装で出て

きます。トルコの大統領夫人がこういう姿になっ

たのは、歴史的に初めてのことです。トルコとい

う国自体は、公的な場でのスカーフの着用を禁止

しているフランス型の世俗主義をこれまでとって

きました。しかし、大統領夫人がそういうイス
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ラーム的な服装をしたということで、「行政法」

が改正されて、公的な職場での、公役務に就く場

合のスカーフの着用については、自由化されてい

くでしょう。そのツーショットなんですが、よく

見ると、二人のあいだにモスクが写っているんで

す。それもモスクのちょっとくぼんだ、壁画のよ

うな、ミフラブですね。ミフラブのようになって

いて、そこにモスクがいくつも写っている。自分

たちのバックにモスクを出したということは、非

常に象徴的です。大統領本人のホームページで本

人の写真でそれをやったら、おそらく軍は追及し

たと思うんですが、あくまで奥さんの経歴という

ところをクリックするとそれが出てくるので、い

まのところ軍は何も言っていませんが、明らかに

一つ一つそういうものを着実に、従来の非常に

ハードな世俗主義を崩す方向で、事態は進んでい

ます。そのことは、トルコにもちろん内在的な過

去の問題から、そちらの方向に来ているというこ

ともありますが、ここ数年のスパンで言えば、

EUの加盟国のいくつかが、極めて理不尽なかた

ちでトルコを阻害したことが、結果的にトルコを

そういう方向に変えていったということも否定で

きないだろうと思います。

だいたいこういうことで、私の話は終わらせて

いただきたいと思います。どうもありがとうござ

います。
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西欧社会は、なぜ自ら共生の道を閉ざすのか～9.11以前と以後

内藤　正典（一橋大学大学院社会学研究科）

1.国家の構成員と「異質な存在」との関係についての基本類型
＊ 多文化主義型…UK、オランダ…複数の宗教・民族集団の並存を前提。世俗主義を
原則とせず。

＊ 国家原則・理念との契約型…フランス…契約によって異質性は解消されるはずとの
幻想に立脚し、厳格な世俗主義を掲げる

＊ 異質な存在を想定しない型…ドイツ…キリスト教に特殊な地位。領邦制に由来する
ラント単位の教会とのコンコルダートを容認

2.内在的な排除の論理
＊ 多文化主義型…名目上は存在しないが、「我々」と「彼ら」との境界の存在を前提
＊ 国家原則・理念との契約…契約違反に対しては排除を肯定する（排外主義とはみな
さない）

＊ 異質な存在を想定しない…「異質な存在」に対する原則的対応がなく後追い的に存
在を認知。排除の論理が多様な形態をとって表出する

3. 9.11以前と以後の相違
＊ 多文化主義型…①9.11以後にイスラムフォビアが噴出、②相互不干渉を担保してき
た彼我の境界が突然崩壊する、③攻撃の言説は、「極右的」と評価されることがし
ばしばあるが、伝統的な「極右」による排外主義に加えて「リベラル」によるイス
ラムフォビアが台頭。自己規定としては「リベラル」だが、本質的には「リバタリ
アン」であり、テロを「他者としてのムスリムによる我々の領域に対する侵犯」と
捉えている点に特徴がある。④多文化主義のジレンマと自ら認識するも、相当な混
乱を生じた。イスラムフォビアを扇動してきたアヤーン・ヒルシ・アリの追放・国
籍剥奪措置（自称リベラル政党である VVDのリタ・フェルドンク移民担当相によ
る措置だが、後に撤回）はその典型。

＊ 国家原則・理念との契約型…①理論的には異質な存在との関係性においては9.11の
影響を受けていない、②しかし、国家原則・理念との齟齬に過剰に反応する（フラ
ンスにおける宗教シンボル禁止法2003～2004）、③「異質な存在」への規制強化は
「テロとの戦い」を名分に行われる、④特異に孤立したシステムのため、敵対する
相手を誤認する（トルコの EU加盟反対に関する理性を欠いた対応）

＊ 異質な存在を想定しない型…①理論的には異質な存在との関係性においては9.11の
影響を受けていない、②従来から存在する「排外主義」が、人種・民族（黒人、ト
ルコ人…）から宗教（イスラーム）をターゲットにすり替え、③「文化の相違」は
「価値および規範の相違」に転化され、「我々」の民主的価値・規範と衝突するもの
としてイスラームおよびムスリムを認識したうえで、明示的な差別を正当化、④論
理的には成立しない「スカーフ規制」が「民主的な立法者としてのラント」によっ
て法制化される、⑤排外主義には抵抗してきた伝統的左派勢力は③④に関して積極
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的に加担したため、ベルリンのようなリベラルな都市で規制が強化される結果に、
⑥キリスト教勢力（カトリック）の強い南部地域では、「我々」のシンボルとして
キリスト教を前面に出してイスラームに敵対する動向が顕在化（十字架とスカーフ
を同列に扱えないという CSUの主張、ベネディクトゥス16世の発言への同調）

4. EUはこの課題にどう答えられるのか？
＊ 加盟国の「国家の構成員規定と異質な存在とのあいだの摩擦」を軽減する論理も機
能も EUにはない

＊ 伝統的な反・人種主義の延長線上にある「反・排外主義」を唱え、寛容を説くこと
は可能だが、「寛容」の意味するところは上記の類型によって異なるので、EUに
は調整能力が欠如

＊ EUが容認する「文化の多様性」は、イスラーム（ムスリム）を対象とした場合に
は機能しにくい

＊ これらが重層的に2001年以降に現出したため、トルコとの加盟交渉は多くの障壁
に直面する結果となった
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1.共存とは何を意味するか
そもそも「共存」とは何を意味するのか？

時間に関しては、同じ時間を共有しないもの同

士については「共存している」とは言えないのは

明らかと思われる。歴史を経た木造家屋と現代的

な超高層ビルが並んで建っているような場合に、

「過去と現在の共存」といった表現が比喩的にな

されることはあっても、実際には、過去の存在と

現在の存在が同時に存在することはないからであ

る。共存しているのは、遠い過去に作られて現在

まで存続しているものと近い過去に作られて現在

まで存続しているもの、共に現在存在しているも

の同士でしかない。共存の有無、あるいは可否を

有意味に語りうるのは共時存在者についてのみで

ある。

空間に関しては、別の「物」が同時に同じ空間

を共有することはありえない。神学の伝統におい

て、「物」とは「空間を占めるもの」であり、同

じ空間に二つ以上の「物」が共存することは範疇

的に不可能である。

また一者については、「共存」を語ることはで

きない。一者は端的に存在しているだけであり、

共存を語りうるのは互いに異なる複数の「物」同

士についてでしかない。従って「物」の共存につ

いての有意味な議論は、別の場所に同時に存在す

る互いに異なる「物」についてのみ成立すると取

り敢えず言うことができそうに思われる。

しかし共存が別の場所にある物同士についてし

か語れないとしても、地球上の物は全て、銀河系

の外の存在と「共存している」、と言った表現は、

我々が通常思い浮かべるところの「共存」のイメー

ジとはかけ離れていよう。相対性理論に従うなら

いかなる「物」にも超えることの出来ない光速を

もってしても相互作用を行うのに何万年もかかる

距離を隔てた「物」同士が、「同時」に「共存して

いる」ということは無意味に思われるからである。

では空間的にどの程度の距離の間隔までであれ

ば、共存が語れるのであろうか。常識的には、相

互作用が可能な範囲にある「物」同士であれば、

「共存」を語りうるように思われる。しかしそう

だとするなら、相互「作用」が行われる以上、そ

こには時間の経過があり、時間の経過があるな

ら、そこには厳密な意味での「同時性」が成立し

得ないのではないか、との疑問が直ちに生ずる。

ある時の一点を共有している物同士は、その時

点、その瞬間においては、共に静止しており、時

間の経過がなく静止状態にある「物」同士には相

互「作用」はないからである。従って「共存」を

語る際の同時性は、点としての時ではなく、一定

期間の幅を持った時間となる。現在のビッグバン

理論に拠る宇宙論では宇宙の存在自体が時間的に

有限であると考えられている以上、宇宙の中に存

在するいかなる「物」であれその存在が時間的に

無限であることはなく、したがってどんな「物」

と「物」の間にも、過去において「無限」の時間

の「共存」関係が存在したことはかつてなく、未

来においても無限に続く共存関係は有り得ない。

従って「共存」が成立するとしても、それは一定

の有限の期間に過ぎないことになるが、どれだけ

イスラームにおける共存を妨げるもの

同志社大学大学院神学研究科教授

中田　　考



114

部門研究１　「一神教の再考と文明の対話」研究会
部門研究２　「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

の期間の間、別個の「もの」が同時に存在してい

た場合に、「共存」が成立した、と呼べるのかに

ついては、一義的な基準は存在しない。「人間」

を対象とする場合には、個体を問題とするならそ

の寿命を考えれば、時間の幅は最大でも100年を

大きく超えることはない、と言うことが出来そう

だが、宗教、民族、国家などの「系譜的連続性を

有する社会集団」、といったものの存在を前提と

する議論においては、人類の歴史を超えることは

ない、という以上のことは言えない。

空間に話を戻しても、時間の幅に「客観的」に

一義的な基準が設けられなかったのと同様に、一

義的な基準は存在しないように思われる。イン

ターネットや電話によって地上のどこにいても一

瞬の間にコミュニケーションが可能となり、政

治・経済・軍事の全てにおいて、これらのコミュ

ニケーション手段を有する者は、一瞬にして地上

のどこに対しても巨大な影響を及ぼすことができ

るからである。アメリカやロシアの大統領であれ

ば、その一瞬の決断によって世界のあらゆる都市

を数時間のうちに灰燼に帰さしめることができる

のである。人間に関する限り、共存の空間的範囲

は、差し当たりは「地球上」との限定をつけるこ

とのみが有意味と思われる。

これまでの議論は「物」についてであったが、

神学の伝統においては、世界内の存在者は、空間

を占める「物」と、「物」を基体として「物」に宿っ

てのみ存在しうる「偶有」である。

宗教、思想、文化などは、それ自体としては

「偶有」的存在であり、人間などの「物」に宿る

ことによって存在する。宗教を例にとれば、宗教

は信仰者の形で人間に宿って、また寺社仏閣、教

会、モスク、十字架、卒塔婆、宗教画などの宗教

的象徴の形を取るか、また賛美歌、時祷のように

「物」の発する一連の音となって、あるいは宗教

書のように物に記され解読されることによって、

人間に作用することによって初めてこの世界の中

の存在者となる。但し、神学における「偶有」が

「点」的時間において生成消滅する「原子的」性

質であるのに対し、宗教、思想、文化などは複合

的であり、世界の中で、現実化するためには、一

定の時間を要する。宗教音楽が、その要素たる点

的時間における個々の音が単独で宗教的意味を担

えないのは自明であるが、書物に書かれた教義や

思想だけでなく、宗教建築や宗教画でさえ、人間

が意識、理解し、宗教的意味が読み取られるため

には一定の時間を要するのである。

先に、共存を語りうるのは、複数の「物」同士

であり、一者について共存を語ることは無意味で

ある、と述べたが、一つの「物」であっても、そ

の偶有的存在に関しては、複数の性質の共存の有

無、可否を語ることは可能である。一人の人間が

同時に複数の宗教に帰属することが可能か否かは

宗教学にとっては馴染みのテーマである。

理論的には、共存を語りうるのは複数の存在者

についてであり、一者については共存の語の使用

は不適切であるが、実は、部分の合成による複合

体ではない「純粋単体」である「唯一神＝アッラー」

とは異なり、この世界の中にある存在者は全て合

成物であり、どの個体をとってもそれは複数の部

分の合成物に過ぎない。通常、個体とみなされる

一人の「ヒト」をとっても、それは四肢、五臓六

腑などの身体所部位、あるいは細胞、分子・原

子・素粒子などが「ヒト」が閉める空間の中で一

定の関係を取り結びつつ一定の期間を「共存」す

ることによって成立している事象なのである。個

体についてすらそうであれば、そもそもが個体の

集合概念である民族、国民、宗派といった概念は

尚更であり、「一つ」の「民族」、「国民」、「宗派」

と呼ばれるものが、その構成要素が「共存」して

いる状態を示す「名」であることは言うを俟たない。

従って共存を語るにあたっては、取り敢えず、

特定のレベルに定位して複数の存在者を切り出

し、それらの間の関係を論ぜざるを得ないが、こ

の問題構成においては、それらの個々の存在者は

常にその下位のレベルの諸存在者の共存によって
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成立する事象であり、また逆にそのそれらの個々

の存在者の共存の状態は、その総体が特定の空間

と特定の時間の集積として上位のレベルの「一つ」

の個体としてそのレベルの他の個体との間で共存

の関係を取り結んでいることが想定されており、

このプロセスは無限に続くことが強調されなくて

はならない。一つの宗教集団を例にとれば、ある

宗教集団が一つの宗教集団と言えるのは、内部の

諸宗派が一定の共存関係を取り結んでいるからで

あり、宗派もまた信徒の共存関係である。また宗

教集団がその存在を維持しうるのは、その宗教集

団が、その存在する地域社会なり、国家なりの中

の他の集団と一定の共存の関係を取り結んでいる

からに他ならない。またその地域社会や国家もま

た同様で他の地域社会や国家との共存関係無しに

は存立し得ないのである。

こうした集団間の共存においては、微視的に見

た場合にある集団構成員による別の集団の成員に

対して局地的、一時的に物理的殲滅が行われたと

しても、必ずしも、巨視的に見た場合に全体シス

テムにおける共生に逆機能となるとは限らない。

自然環境におけるライオンとシマウマの例を取る

と、ライオンが一定のシマウマを捕食することに

より、シマウマが増え過ぎて草を食べつくしての

食料の欠如によるシマウマの絶滅を防いでいる

ケースでは、ライオンによるシマウマの捕食はラ

イオンにとっての一方的な利益ではなく、両者の

共存にとって順機能を果たしていることになる。

共存の観点からは、当事者の「善意」、「悪意」に

対する「倫理的評価」を一旦括弧に入れた上で、

当事者の意図とは無関係な客観的な「潜在機能」

（マートン）を分析する必要があるのである。但

し、こうした共存関係を考える場合にも、関係を

成り立たせる時間と空間の設定には、客観的で一

義的な基準はなく、恣意的な時空の設定による分

析の結果の安易な一般化は慎まなくてはならない。

要約しよう。無限の時間、空間における「共存」

を語ることは出来ず、有意味な議論は一定の時間

と空間の幅の設定を要するが、その設定に対して

予め与えられた普遍的に有効な基準は存在せず、

個々の議論に際して妥当な値を探さねばならな

い。また共存が一定の時空の場における複数の異

なる個体の間の関係である以上、議論の出発点に

おいては一定のレベルにおける存在者の個体を措

定する必要があるが、そうした個体としての「物」

には、無数の偶有的性質の宿る場であり、またそ

の個体自体が、下位のレベルの存在者に対しては

共存の場として事象しており、逆に上位のレベル

の存在者に対しては、その個体が共存関係を結ん

でいる他の個体と共に一つの個体を構成している

ことが忘れられてはならない。

また集団間の共存を考える場合には、異なる集

団の個体間の微視的な関係に目を奪われず、当事

者の意図とは無関係な潜在機能にも目配りを忘れ

ず、システム全体における諸集団の共存を巨視的

に捉える必要があるのである。

以上のような「共存」を語るに当たって注意を

要する諸前提を確認した上で、以下にジハードを

キーワードとしてイスラームにおける共存の問題

を論じていきたい。

2.共存の装置としてのカリフ制
「イスラームにおいて共存を妨げるものがある

か」との問題設定が有効であるためには、どのよ

うな時空が妥当であろうか？

イスラームの自己理解においては、イスラーム

とはアーダム以来の全ての人類の宗教であるばか

りでなく、宇宙の森羅万象の存在様態でもある。

このイスラームの自己理解に即するなら、そもそ

も「イスラームにおいて共存を妨げるものがある

か」との問い自体が意味を成さない。先ず確認す

べきは、「イスラームにおいて共存を妨げるもの

があるか」と問う発想自体が、イスラームにとっ

て外部の視点であって、イスラームの内部の視点

に立つ者からの応答を期待することは出来ないと

いうことである。肯定であれ否定であれ、いかな
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る答えであれ、このような質問に対してそもそも

回答があったとしたなら、それはイスラームの外

部の視点に立つものでしかありえない。

イスラームの外部の視点から見るとき、イス

ラームとは６世紀から７世紀にかけてアラビア半

島で預言者として活動したムハンマドの創唱した

宗教であり、今日においては世界中に十数億人の

信徒を要する世界宗教である。この外部視点に立

つなら、問題設定において有効な時空の幅は、差

し当たり時間的には預言者ムハンマドによるイス

ラームの開教以来現在まで、そして現在の我々

の世代が生きるであろう近未来を含めた約1450

年、空間的には前近代においては南北アメリカと

オーストラリアを除く地上のほぼ全領域、近現代

においては地表の全て、としておいてよかろう。

先に述べたように本稿では宗教はそれ自体とし

ては存在せず、信徒や宗教建築などの、宗教的象

徴などに宿ってのみ存在するとの立場を取る。こ

の立場に立って、宗教の共存を考えるなら、共存

とは、信徒および、宗教的象徴の共存を意味する

ことになるが、イスラームは歴史的には1400年

にわたって、「啓典の民」と呼ばれる中東のキリ

スト教、ユダヤ教、及びゾロアスター教のみなら

ず、ヒンズー教、仏教、儒教、道教、そして各地

の民間信仰、そして近現代においては、共産主義

などの無神論的諸イデオロギーの信奉者、および

それらの象徴とも共存してきたのが事実である。

これはコンスタンチヌス体制とも呼ばれるキリス

ト教ローマ帝国＝カトリック教会の元で、ロー

マ、ギリシャの宗教、ミトラ教などキリスト教を

除く全ての宗教がユダヤ教を除き根絶されたのと

は顕著な対象を示している。

但し総論としては、イスラームが他の諸宗教と

共存してきたのが歴史的事実であっても、それは

それぞれの信徒集団、宗教象徴などを集合として

概観した場合であり、個々の要素を単体で見た場

合には、そうは言えない。時間的には、いかなる

文明、文化、宗教、国家の下であれ、人は死に、

物は壊れるのであり、当然のことながらイスラー

ムもそれと関わる人の死、物の毀滅を押しとどめ

て永遠の共存を実現することはできない。イス

ラームの歴史においてもムスリムであれ、異教徒

であれ、過去の人間は全て死に逝き、ムスリムの

ものであれ、異教徒のものであれ、宗教象徴の多

くは消失し今はなく、あるいは遺跡と化してい

る。空間的には、イスラームと他宗教との「共存」

には、大きな地域差がある。かつては異教徒が存

在したが、現在は殆ど消滅した地域も多数存在す

る。コプト教が今なお健在なエジプトを除き、北

アフリカでは土着のキリスト教徒はほぼ消滅して

おり（ユダヤ教共同体はイスラエル建国後もなお

存続している）、アフガニスタンでは、仏教徒は

消滅し、バーミヤンなどの宗教象徴の遺跡が残る

のみである。つまりこれらの土地では、一定の期

間に亘って共存の状態が続いたが、その間に同時

並行的に徐々に消滅のプロセスも進んでいったの

であり、これらの事例が「共存」の有無が二項的

に一義的に決まるものではないことを示している。

またイスラーム史上、他の宗教との共存の「事

実」があった場合、その全てを「イスラームにお

ける共存」と呼びうるのか否かは検討の余地があ

る。「民主主義」と呼ばれる、あるいは称するイ

デオロギーを例に取れば、「民主主義」は、事実

として近現代史上さまざまな形で、ナチズム、

ファシズム、スターリニズム、共産主義などと共

存していたし、今なお、君主制、独裁制、教皇

制、貴族性、共産主義、民族主義、国粋主義、軍

国主義などと共存している。そうした「事実」を

もって、民主主義のそれらの政治体制、イデオロ

ギーとの「共存」を語ることが妥当であろうか。

また法治主義を標榜する国家において選挙、行

政、司法などに縁故主義が蔓延している「事実」

があった場合、法治主義と縁故主義の「共存」を

語ること、あるいは平和主義を説く宗教の信徒が

殺人を犯す、あるいは戦争を引き起こす「事実」

があった場合、平和主義と殺人、戦争の「共存」
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を語ることは妥当であろうか。

民主主義とナチズム、スターリニズムの「共

存」については、スターリニズムは「民主集中

制」を採る「スターリニズム」こそが真の民主主

義であるとして民主主義を自称しており、ナチズ

ムは「指導者民主主義」とも呼ばれていたが、民

主主義はスターリニズムやナチズムと共存してい

たと言うよりも、ナチズムやスターリニズムの政

治体制下では民主主義はなかった、と言う方が常

識に適う様に思われる。縁故主義が蔓延する国家

は、たとえその国家が法治主義を標榜していよう

とも「縁故主義と共存する法治主義国家」とは呼

ばれず、端的に法治主義国家ではないと言われる

べきであろう。また平和主義を説く宗教の信徒が

戦争を始めた場合、その宗教が信徒間に平和主義

と戦争の共存を実現させた、と述べるより、その

宗教の平和主義が機能しなかったが故に戦争が起

きた、あるいはその宗教の規範の逸脱者、あるい

は「異端」が戦争を引き起こした、と述べるほう

が説得力を有するように思われる。「民主主義」、

「法治主義」、「平和主義」は、偶有的性質であっ

て、それらが「宿る」ことによって、その宿った

「物」が「民主的」「法治的」「平和的」になるの

であって、どのような「物」であれ、その「民主

主義」、「法治主義」、「平和主義」の自称の「事実」

により、その物が「民主的」「法治的」「平和的」

になるのではない。

つまり思想、理念、宗教のような偶有的性質の

「共存」については、「物」の「事実」のみを語る

「客観的」立場からは、共存を有意義に語ること

はできず、それらの偶有的性質の主体的な規範的

概念規定が不可欠なのである。イスラームに即し

て言えば、「イスラームと他の宗教、文化の共存

の事実」があったとしても、そこで他宗教、他文

化と共存していたのはそもそも本当に「イスラー

ム」であったのか、たとえそこにあったものがイ

スラームではあったとしても、それは正常に機能

していたのか、あるいはそれはイスラームの中の

逸脱的部分だけではなかったのか、が問われなけ

ればならないのである。

但し、外部的視点から記述する場合に、教義か

らの逸脱部分をその教義の一部として記述しない

規範的アプローチは、必ずしも実践的に逸脱の抹

殺を要請するわけではない。逸脱に対する対処法

は、それぞれの文化、宗教によって異なるが、逸

脱についても明示的なルールを有しているのがイ

スラームの特徴であり、イスラームは背教にまで

達した逸脱には死刑を定めており、共存を決して

許さないが、背教の基準は緩やかであり、背教に

達しない逸脱には処分はなく、そもそも逸脱を詮

索する異端審問のような制度を持たない。した

がって逸脱自体はイスラームの一部ではないが、

一定限の逸脱の存在を常態と認める醒めた認識に

立ち、その逸脱が限度を超えない限りでのその逸

脱との共存の許容は規範的イスラームの一部に組

み込まれているのである。その点においてイス

ラームの世界観は、一定量の犯罪の「存在」は社

会の健全性の現われだと考えたデュルケームの現

実主義と通呈する、とも言えよう。

本発表では、西暦10世紀頃に成立、13世紀頃

に確立し、その後、現在に至るまで、ムスリム居

住地全域で、高度に均質的に安定して存続して

いるスンナ派、及び12イマーム・シーア派の法

学・神学の規定するところの「イスラーム」ある

いは、その「イスラーム」の宿った「物」である、

信徒、社会、制度、文化財などを「イスラーム」

とし、その規範的な「イスラーム」と他宗教、他

文化との共存の可能性を考える立場を取る。

イスラームは時間的にも空間的にも広範な広が

りを持っており、その他宗教、他文化との関わり

方も絶望的なまでに多様である。しかし規範的イ

スラームの世界観を参照することで、多様性を

一定程度までパターン化、整理することができ

る。古典イスラーム法学は、地表を、イスラー

ム法の法治空間である「イスラームの家（dār al-

islām）」とその外に広がる無法地帯「戦争の家（dār 
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al-harb）」に大別する。「イスラームの家」とは、

ムスリム共同体全体の長であるカリフが、領土を

外敵の侵略から防衛すると同時に、イスラーム公

法に則り住民の生命、財産、名誉を護り、宗教に

関しては、宗教共同体毎にその自治を保障するシ

ステム、即ちカリフ制が実現される場である。実

のところ、イスラーム法は二元的であり、全ての

市民が従うべき公法（公共法）と共同体法とに分

けられ、公法が宗教の違いに関わらず一律に強制

されるのに対して、宗教的儀式だけではなく家族

法及び服装規定等を含む宗教領域においては宗教

を基礎とした各共同体が各自の共同体法に従った

自治を行うことを認めるゆえに、多元主義的であ

る、その意味で、イスラーム法による支配たるカ

リフ制は「世俗的」とも言える。そしてこのイス

ラーム的法治空間「イスラームの家」を地上全体

に広げることがイスラーム的政治、即ちカリフ制

の目的・理念となり、「イスラームの家」と「戦

争の家」の関係を律する法が、「ジハード」法、

あるいは「シヤル」法と呼ばれる戦時外交法である。

「イスラームの家」と「戦争の家」の関係が、「ジ

ハード／シヤル」法と呼ばれる戦時外交法（ジハー

ド／シヤル）によって規定されるのに対して、

「イスラームの家」の内部におけるムスリムと異

教徒の関係はイスラーム法の「庇護民」の法に

よって規定される。つまり、イスラームは、その

他宗教、他文化の「共存」のあり方について、「イ

スラームの家」の内部とその外部とで異なる二つ

の別のルールを有しているのであり、両者がイス

ラームにおける他宗教、他文化との共存の二つの

基本パターンとなるのである。従ってイスラーム

と他宗教、他文化の共存を考えるにあたっては、

先ず、「ジハード／シヤル」法と「庇護民」の法、

を参照すればよいことになる。

勿論マックス・ヴェーバーの指摘を俟つまでも

無く、法の妥当には、当該社会の全構成員による

その遵守のみならず、支配者によるその施行の貫

徹さえも必要としない。

　（法命題の妥当という概念にとって）重要

なのは、とくにそのことを任務としている一

群の人びとが、規範違反という事実が純粋に

それとして存在しているだけの場合にも、し

たがってこの［規範違反という］形式的な理

由を主張することだけによって、介入してく

る十分に強力なチャンスが事実上存在してい

るということのみである。（M・ウェーバー

『法社会学』創文社昭和53年６月30日10頁）

　共同社会行為に参加している人たち―こ

の共同社会行為に対する事実上の影響力を、

社会的に重要な程度に握っている人たち―

が一定の秩序を妥当力あるものと主観的にみ

なし、また実際上、そのようにとり扱う、つ

まり彼ら自身の行為をこの秩序に志向させ

る、というチャンスが存在している場合…。

（同上３頁）

いかなる法秩序であれ、法を破る者の存在だけ

でなく、法を施行すべき支配者自身による法の蹂

躙が存在する。イスラーム法も例外ではない。

「事実」としてはイスラーム史上においても、「庇

護民」法も「ジハード／シヤル」法がいつでも完

全に遵守されたわけではなく、多くの逸脱が存在

したが、本発表では、規範的イスラームの共存の

パターンを示すことに主眼を置き、逸脱について

は歴史的に生じたいくつかのパターンの例を挙げ

るにとどめたい。

既述のように、カリフ制はイスラーム公共法に

基づき全市民へ治安を保障し、宗教を基礎とした

各共同体に対し自治をゆだねる法治空間「イス

ラームの家」の実現を目指す「世俗的」支配であ

る。ところがカリフ制が「世俗的」であるのは、

イスラームの使命の本質自体に由来する。イス

ラームの使命は（1）イスラーム的統治、つまり

カリフ制の拡張、（2）自由意志によるイスラー

ムの信仰の宣教の２段構えである。なぜならば、

武力による強制が実施されるのは、納税を伴うイ
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スラーム公法の遵守が拒絶された場合にのみであ

り、イスラームの信仰が拒絶された場合ではない

からである。イスラームでは、信仰を強制するこ

とは無意味と考えるので、信仰を強制することは

無く、また内心の信仰の当否を知る者はアッラー

フしかいないため、信仰告白の言葉以上に、信仰

を詮索することは無い。そして異教徒には、イス

ラームの統治の理念への思想的にも政治的にも積

極的なコミットメントは一切求められず、ただ納

税し、イスラーム公法に外面的に従っていれば、

「受動市民」として「能動市民」たるムスリムと同

じ生命、財産、名誉の安全を保証されるのである。

　1945年にドイツが破れ占領された後で、

カール・シュミットはしばらくの間、ソヴィ

エト支配地と米国支配地区の両方に住んだ。

そこは後にドイツ民主共和国とドイツ連邦共

和国に変わった場所である。各占領地での経

験の比較を基にして、カール・シュミット

は、米国のリベラリズムは軍事思想でありソ

ヴィエト共産主義よりもなお妥協を許さぬ傾

向を持つものであることに気づいた。米国人

たちはシュミットがリベラル民主主義を信奉

している証拠をみせろと要求した。一方でロ

シア人たちは決して彼に共産党宣言に誓いを

立てるように求めなかったのだ。この個人的

な体験によってシュミットは、近代米国リベ

ラリズムが、イデオロギーの自由や好きな生

き方をするといったパラダイムではなく、攻

撃的イデオロギーであり彼が非常に嫌った共

産主義よりももっと危険かもしれないイデオ

ロギーであると、いう結論に達した。（イズ

ラエル・シャミール「リベラリズムの暴政」

『真相の深層』2007年３月15日13号、39-40頁）

イスラームは地上全土をこのイスラーム法の法

治空間「イスラームの家」と化すことを使命とす

るが故に、普遍主義・拡張主義・帝国主義的と呼

びうる。そしてこの使命が暴力によって阻止され

た時点で、法学的意味のジハードが発動する。

「ジハードは私の召命以降、最後の我がウンマ

（イスラーム共同体）がダッジャール（偽キリス

ト）と戦うまで継続する」のハディース（アブー・

ダーウード）の示すようにイスラームの戦争観は

二重の意味でリアリスティックである。つまり、

（1）イスラーム法による統治を武力によって阻止

しようとする悪の勢力はいつの世にも存在し、そ

れゆえ世界に戦争がなくなり平和になることはな

く、（2）またイスラームは最後のイエスの再臨、

救世主（マフディー）の出現、という神の直接的

介入がない限り、通常の歴史においてその悪の勢

力に勝利することはできない、との醒めた認識が

イスラームの戦争観を特徴付けているのである。

この意味では、イスラームは、他宗教、他文化と

の「共存」がやむを得ないこの世の「現実」であ

ることをその世界観の中に組み込んでいる、とも

言うことができよう。

「イスラームの家」の拡張は、宣教から始まる。

イスラームの宣教はカリフの責務である。カリフ

は先ず、「イスラームの家」の外部、「戦争の家」

にイスラームの教えを伝えなければならない。カ

リフの使節の宣教に応えて住人がイスラームに入

信すれば彼らの土地は「イスラームの家」に編入

される。新たにイスラームを受け入れた新入信者

には他のムスリムと全く同じ権利と義務が生ず

る。アッラーフは聖クルアーンの中で明瞭に述べ

ている。

「啓典を授けられた者たちで、アッラーフも

最後の日も信じず、…（中略）…彼らが卑し

められて手ずから税を支払うまで戦え」（ク

ルアーン９章29節）。

さらに、教友アル＝ムギーラはニハーバンドの戦

いの日にペルシア軍に対して

「我々の預言者は、我々に対してお前達が

アッラーフのみを崇拝するか、税（ジズヤ）
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を支払うまでお前達と戦えと命令した」

と述べたと伝えている。（アル＝ブハーリー）

入信を拒んだ者には納税のオプションが与えら

れる。税の額は学派によって異なるがシャーフィ

イー法学派、ハンバリー学派によれば、富裕層は

年間４ディナール（約５万円）、中間層は２ディ

ナール、貧困層は１ディナール、最貧困層は免除

される。

納税のオプションが与えられる異教徒の範疇は

法学派によって異なる。マーリキー派では全ての

異教徒、ハナフィー派及びハンバリー派の少数説

ではアラブの多神教徒を除く全ての異教徒、ハン

バリー派、シーア派ではユダヤ教徒、キリスト教

徒、ゾロアスター教徒、シャーフィイー派では、

歪曲されないオリジナルなキリスト教、ユダヤ教

の信者の子孫及びゾロアスター教徒のみとなる。

納税を拒んだ場合に戦闘になる。休戦は許され

るが、無期限の休戦は許されない。休戦期間の上

限は、シャーフィイー派、ハンバリー派、シーア

派では10年、ハナフィー派、マーリキー派では

上限は無くカリフの裁量による。

休戦協定が結ばれた場合には、ムスリムには協

定の遵守が義務となる。休戦協定が結ばれれば、

協定が有効な間は、敵国内でムスリムが迫害を

蒙ってもその支援のために武力介入することは許

されない。

　「…信仰したが（イスラームの家に）移住

しない者は、彼らが移住するまで、お前たち

には彼らに対して何の責任も無い。しかし彼

らが宗教のことでお前たちに助けを求めるな

ら、お前たちには支援が義務となる。ただし

お前たちとその者たちの間に協約がある民に

対しては別である。アッラーはお前たちが行

うことに通暁し給う。」（８章72節）

「イスラームの家」の内部での異教徒の恒久的

共存は庇護関係によって保障されるが、一次的な

滞在は、以下のクルアーンの節による安全保障の

付与によって許可される。

　「もし多神教徒のひとりがおまえ（ムハン

マド）に庇護を求めたなら、彼がアッラーの

御言葉を聞くまでは彼を庇護し、それから安

全な場所に送り届けよ。それは、彼が知らな

い民だからである。」（クルアーン９章６節）

安全保障の付与は、「イスラームの家」に住む

あらゆるムスリムの権利であり、誰か一人が安全

保障を与えたなら、他のすべてのムスリムはそれ

に拘束される。

安全保障は背教者を除くあらゆる異教徒を対象

とするが期間は１年で、１年を超える場合、出国

するか、庇護民となって残留するかを選ばねばな

らない。

イスラーム法の施行される「イスラームの家」

の中でムスリムにとって共存が可能な対象を整理

しよう。

共存には恒久的共存の対象である「庇護民」と

一時的共存の対象である「安全保障取得者」に分

かれる。

税の支払い、イスラーム公法の遵守の承認は両

者共通の条件である。なお、イスラーム公法の遵

守の承認はムスリムにとっても信仰の条件であ

り、またムスリムには税（ジズヤ）ではなく浄財

（ザカー）の支払いが義務となる。

「安全保障取得者」は、イスラームから背教し

た者を除き、あらゆる異教徒になることが可能で

ある。

「庇護民」の条件は学派によって違うが、最も

緩やかなマーリキー派、ハンバリー派の少数説

では、背教者以外の全ての異教徒、最も厳しい

シャーフィイー派では、本来の教えを保持してい

るキリスト教徒、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒

のみであり、実際には現存するキリスト教徒、ユ

ダヤ教徒、ゾロアスター教徒のほぼ全てが排除さ

れる。
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「物」に関しては十字架のような宗教的象徴は

人目につく「公的」な場には存在することが許さ

れない。既存の教会、シナゴーグのような宗教施

設は、保護されるが、新築はもとより改築も許さ

れない。但し、武力征服ではなく、当初からの講

和により庇護契約を結ぶ場合、改築を契約の条件

につけた場合はその条件は有効である。

庇護民、ムスリムと同じく生命、財産、名誉を

保証され、その意味においてムスリムとの共存が

可能であるが、それは庇護民がムスリムと平等な

扱いを受けることを意味しない。

例えばハンバリー派によると庇護民に対する差

別待遇は以下の通りである。

ムスリムとの識別。馬を除く駄獣には鞍でなく

荷鞍を敷いて乗る。集会で最初に発言することは

不可。そのために起立することも、先に挨拶する

ことも不可。教会の新築、転売、破損箇所の改築

は不可。ムスリムのものよりも高い建物、同じ高

さの建物の建築不可。酒、豚、鐘を人目に晒すこと、

また彼らの聖典を朗唱することも不可。キリスト

教徒のユダヤ教への改宗、およびその逆も不可。

こうした差別待遇が、長期的にはイスラームへ

の入信の動機付けとなったことは十分に考えられ

る。イスラーム世界は宗教の博物館と言われるよ

うに多くの宗教・宗派が残っているが、徐々に異

教徒の数が減り、現在ではムスリムが多数派に

なっている土地が多いのも事実であり、それには

イスラームの教義に惹かれての自発的な入信だけ

ではなく、差別待遇を解消するための「世俗的」

動機によるものもあったと思われるからである。

3.イスラームにおける共存を妨げるもの
「イスラームの家」においては、背教者とは絶

対的に共存の余地は無いが、それ以外の異教徒と

の共存は、カリフがどの学説を採用するか、及

び、その時点の政治状況に左右されることになる。

序で述べたように「別の物」同士の「共存」を

語る文脈は本来的には「同じ場所」では相互作用

が可能な程度に近接した「別の場所」である。

たとえ「イスラームの家」において共存できな

い異教徒であっても、「戦争の家」にいる限り、

カリフが休戦協定を結べば、共存は可能になる。

無期限の休戦は許されないが、ハナフィー派、

マーリキー派では上限無く長期の休戦が可能であ

り、10年を上限とする他学派でも更新は可能で

あるため、事実上は無期限に延期が可能である。

従ってイスラーム法上は、「戦争の家」に住む異

教徒との共存は休戦協定の締結により可能であ

り、その更新の繰り返しにより、共存の可能性に

時間的な限界は無い、ということになる。

但し、休戦は法的に可能である、というだけで

あり、実際に休戦が選ばれるか、戦争になるかは

その時点での政治状況次第ということになる。

イスラームは庇護と安全保障の制度により、宗

教的自治権を有する異教徒との共存を組み込んだ

「イスラームの家」の概念を発達させた。またこ

の「イスラームの家」での共存ができない異教徒

とも、彼らが「戦争の家」に居る限り、休戦協定

を結ぶことによって、彼らの信条、行為に一切干

渉することなく共存することが可能となるのである。

ところがイスラームにおける共存が成立するた

めには、「イスラームの家」にカリフ制が樹立さ

れることが前提条件であり、カリフ制が不在であ

る以上、イスラーム法が施行されること、「戦争

の家」との休戦協定の締結も不可能であり、イス

ラームとの安定した共存関係が構築される可能性

も存在しない。

したがって「イスラームにおける共存を妨げる

もの」とは現在のカリフ制不在の状況そのものと

いうことができる。

但し、「イスラームの家」は不可逆的に拡大す

るものと仮定されているために、一旦「イスラー

ムの家」に組み込まれた土地は、異教徒に奪回さ

れても理論上は「イスラームの家」のままであり、

その再征服が義務になる。特にそこにムスリム住

民が残存した場合はそうである。一旦「イスラー
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ムの家」に編入された土地は、異教徒に征服され

た後も、永久にその所有権がムスリムに帰属し、

合法的に奪還できるのみならず、奪還が義務であ

り、征服した異教徒にはいかなる権利を生じない

のに対して、ムスリムが征服した土地に対しては

異教徒には何の請求権も生じないことは、異教徒

にとっては受け入れ難い「不平等」と感じられる

かもしれない。

そして現実問題としては、イスラームの家の土

地が近過去に異教徒に奪回され主権と土地を奪わ

れたムスリムが今なお存在している問題が、今日

深刻な文明間・宗教間の対立・紛争と呼ばれてい

るもの主要な原因となっているように思われる。

パレスチナ問題はその最も典型的な一ケースに過

ぎない。（アンダルスは当面問題となっていない）

今日の「イスラーム世界」、つまりかつての「イ

スラームの家」の版図は、おおむね、現在ムスリ

ムが多数を占める、西欧型国民国家の領域と一致

する。これらの国家群をここでは「ムスリム国家」

と呼ぶとしよう。すると現在のムスリムは、ムス

リム国家にマジョリティとして住んでいるか、非

ムスリム国家にマイノリティとして住んでいるか

のいずれかであることになる。

しかし当然のことながら、近代国家の国境と、

「イスラームの家」、「戦争の家」の区分とは厳密

には一致せず、かつてのイスラームの家の一部が、

非ムスリム国家に組み入れられる場合も生じた。

そのようにしてムスリムが国家のなかでマイノリ

ティに転落した地域としては、インドのカシミー

ル、タイのパタニ、またフィリピンのミンダナ

オ、ロシアのチェチェン、中国の新彊などがある。

そこで、非ムスリム国家に住むムスリムも、か

つての「イスラームの家」の住民の子孫たちと、

戦争の家の居留者の子孫および新規移住者に大別

して考えることができる。したがって現在のムス

リムは、その居住地の歴史的特性によって、①ム

スリム国家の住民、②かつては「イスラームの家」

の一部であったが現在は非ムスリム国家に組み込

まれた土地の住民、③かつての「戦争の家」に成

立した非ムスリム国家に住む居留民の子孫および

新規の移民に大分される。この区分は、今日の地

域紛争とイスラームのかかわりを考えるうえでも

有効だと思われる。

例えば、ムスリム同胞団は、エジプトやヨルダ

ンのようなムスリム国家では、議会に進出して議

会制民主主義の枠内で「イスラーム国家」樹立の

ための合法闘争をめざしているが、ユダヤ教徒に

よって占領されたパレスチナでは、ジハード（聖

戦）による反体制武力闘争路線をとっている。

またジャマーアテ・イスラーミーも、インド・

パキスタンの分離独立による組織の分裂後は、ム

スリム国家パキスタンではイスラーム法の施行に

よるパキスタンのイスラーム国家化を、ムスリム

がマイノリティに転落した非ムスリム国家インド

では国家理念としての世俗主義の堅持を、ムスリ

ムがマジョリティを占める両国の係争地カシミー

ル地方では、インドからの分離独立とムスリム国

家の樹立を求めている。以上からもわかるよう

に、同系の民族、同じ団体であってさえも、地域

の歴史的特性の相違によって、現実の政治的立場

はまったく異なりうる。

戦争の家の居留民の子孫で有名な例としては、

中国の回族がある。彼らは内婚集団をつくって宗

教的アイデンティティをいまなお保持している

が、独自の言語、孤立した居留地をもたず、中国

各地に散らばり、漢族に交じって小さなコミュニ

ティをつくって暮らしているため、文化的にも漢

族との同化が進んでいる。

また、今日の欧米のムスリムは、新規の移民

と、非ムスリム国家に生まれその国籍を有する二

世、三世など居留民の子孫、欧米人の改宗者の混

成となっている。日本でも、とくにアジア地域を

中心とするムスリム労働者の増大によって、ヨー

ロッパに似た状況が現出しつつある。

イスラームと他宗教、他文化の共存の方向性

は、共存とはそもそも別の場所を占める異なる者
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同士の一定の安定性を有する関係であることを考

えれば、基本的に、ムスリムが権力の中心を担い

ながらイスラームの統治に共鳴する異教徒の庇護

民と共存するイスラーム法の法治空間である「イ

スラームの家」と「戦争の家」が相互不干渉の協

定を結び、人間の移動を自由化し、イスラーム法

の統治を望む者は「イスラームの家」に移住し、

「自由＝無法」を望む者は「戦争の家」に無条件

に移住することができるシステムを構築すること

が最善と思われる。そのためには自由、平等を唱

導する国家群は国境を完全に開放し、なによりも

人間の移動の即時完全自由化を果たす必要がある

のである。

結語

最初に指摘した通り、一なる創造主以外の全て

の被造物は、複合物であり、その意味において純

粋な「単体」は存在せず、万物は共存の場であ

り、イスラームも例外ではない。本稿では、便宜

的に、ムスリム共同体をキリスト教徒、ユダヤ教

徒などの宗教集団、あるいは民族、国民などと並

ぶ単体として扱ったが、ムスリム共同体自体が、

多くの「偶有」を異にするムスリムの単体（個人）

の共存の場であり、またムスリム単体自体が無数

の「偶有」の共存の場であり、それぞれのレベル

で「共存を妨げるもの」を抱えていることは再確

認しておかなければならない。

参考文献0
中田　　考「宗教学とイスラーム研究」『宗教研究』日本
宗教学会　第78巻341号、pp. 25-52、2004/9.
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「イスラームにおける共存を妨げるもの」レジュメ

中田　　考（同志社大学神学部教授）

　そもそも「共存」とは何を意味するのか？
　時間に関しては、同じ時間を共有しないもの同士については「共存している」とは言えな
いのは明らかと思われる。歴史を経た木造家屋と現代的な超高層ビルが並んで建っているよ
うな場合に、「過去と現在の共存」といった表現が比喩的になされることはあっても、実際
には、過去の存在と現在の存在が同時に存在することはないからである。共存しているの
は、遠い過去に作られて現在まで存続しているものと近い過去に作られて現在まで存続して
いるもの、共に現在存在しているもの同士でしかない。共存の有無、あるいは可否を有意味
に語りうるのは共時存在者についてのみである。
　空間に関しては、別の「物」が同時に同じ空間を共有することはありえない。神学の伝統
において、「物」とは「空間を占めるもの」であり、同じ空間に二つ以上の「物」が共存す
ることは範疇的に不可能である。
　また一者については、「共存」を語ることはできない。一者は端的に存在しているだけで
あり、共存を語りうるのは互いに異なる複数の「物」同士についてでしかない。従って「物」
の共存についての有意味な議論は、別の場所に同時に存在する互いに異なる「物」について
のみ成立すると取り敢えず言うことができそうに思われる。
　しかし共存が別の場所にある物同士についてしか語れないとしても、地球上の物は全て、
銀河系の外の存在と「共存している」、と言った表現は、我々が通常思い浮かべるところの
「共存」のイメージとはかけ離れていよう。相対性理論に従うならいかなる「物」にも超え
ることの出来ない光速をもってしても相互作用を行うのに何万年もかかる距離を隔てた「物」
同士が、「同時」に「共存している」ということは無意味に思われるからである。
　では空間的にどの程度の距離の間隔までであれば、共存が語れるのであろうか。常識的に
は、相互作用が可能な範囲にある「物」同士であれば、「共存」を語りうるように思われる。
しかしそうだとするなら、相互「作用」が行われる以上、そこには時間の経過があり、時間
の経過があるなら、そこには厳密な意味での「同時性」が成立し得ないのではないか、との
疑問が直ちに生ずる。ある時の一点を共有している物同士は、その時点、その瞬間において
は、共に静止しており、時間の経過がなく静止状態にある「物」同士には相互「作用」はな
いからである。従って「共存」を語る際の同時性は、点としての時ではなく、一定期間の幅
を持った時間となる。現在のビッグバン理論に拠る宇宙論では宇宙の存在自体が時間的に有
限であると考えられている以上、宇宙の中に存在するいかなる「物」であれその存在が時間
的に無限であることはなく、したがってどんな「物」と「物」の間にも、過去において「無
限」の時間の「共存」関係が存在したことはかつてなく、未来においても無限に続く共存関
係は有り得ない。従って「共存」が成立するとしても、それは一定の有限の期間に過ぎない
ことになるが、どれだけの期間の間、別個の「もの」が同時に存在していた場合に、「共存」
が成立した、と呼べるのかについては、一義的な基準は存在しない。「人間」を対象とする
場合には、個体を問題とするならその寿命を考えれば、時間の幅は最大でも100年を大きく
超えることはない、と言うことが出来そうだが、宗教、民族、国家などの「系譜的連続性を
有する社会集団」、といったものの存在を前提とする議論においては、人類の歴史を超える
ことはない、という以上のことは言えない。
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　空間に話を戻しても、時間の幅に「客観的」に一義的な基準が設けられなかったのと同様
に、一義的な基準は存在しないように思われる。インターネットや電話によって地上のどこ
にいても一瞬の間にコミュニケーションが可能となり、政治 ･経済 ･軍事の全てにおいて、
これらのコミュニケーション手段を有する者は、一瞬にして地上のどこに対しても巨大な影
響を及ぼすことができるからである。アメリカやロシアの大統領であれば、その一瞬の決断
によって世界のあらゆる都市を数時間のうちに灰燼に帰さしめることができるのである。人
間に関する限り、共存の空間的範囲は、差し当たりは「地球上」との限定をつけることのみ
が有意味と思われる。
　これまでの議論は「物」についてであったが、神学の伝統においては、世界内の存在者は、
空間を占める「物」と、「物」を基体として「物」に宿ってのみ存在しうる「偶有」である。
　宗教、思想、文化などは、それ自体としては「偶有」的存在であり、人間などの「物」に
宿ることによって存在する。宗教を例にとれば、宗教は信仰者の形で人間に宿って、また寺
社仏閣、教会、モスク、十字架、卒塔婆、宗教画などの宗教的象徴の形を取るか、また賛美
歌、時祷のように「物」の発する一連の音となって、あるいは宗教書のように物に記され解
読されることによって、人間に作用することによって初めてこの世界の中の存在者となる。
但し、神学における「偶有」が「点」的時間において生成消滅する「原子的」性質であるの
に対し、宗教、思想、文化などは複合的であり、世界の中で、現実化するためには、一定の
時間を要する。宗教音楽が、その要素たる点的時間における個々の音が単独で宗教的意味を
担えないのは自明であるが、書物に書かれた教義や思想だけでなく、宗教建築や宗教画でさ
え、人間が意識、理解し、宗教的意味が読み取られるためには一定の時間を要するのである。
　先に、共存を語りうるのは、複数の「物」同士であり、一者について共存を語ることは無
意味である、と述べたが、一つの「物」であっても、その偶有的存在に関しては、複数の性
質の共存の有無、可否を語ることは可能である。一人の人間が同時に複数の宗教に帰属する
ことが可能か否かは宗教学にとっては馴染みのテーマである。
　理論的には、共存を語りうるのは複数の存在者についてであり、一者については共存の語
の使用は不適切であるが、実は、部分の合成による複合体ではない「純粋単体」である「唯
一神＝アッラー」とは異なり、この世界の中にある存在者は全て合成物であり、どの個体を
とってもそれは複数の部分の合成物に過ぎない。通常、個体とみなされる一人の「ヒト」を
とっても、それは四肢、五臓六腑などの身体所部位、あるいは細胞、分子 ･原子・素粒子な
どが「ヒト」が閉める空間の中で一定の関係を取り結びつつ一定の期間を「共存」すること
によって成立している事象なのである。個体についてすらそうであれば、そもそもが個体の
集合概念である民族、国民、宗派といった概念は尚更であり、「一つ」の「民族」、「国民」、
「宗派」と呼ばれるものが、その構成要素が「共存」している状態を示す「名」であること
は言うを俟たない。
　従って共存を語るにあたっては、取り敢えず、特定のレベルに定位して複数の存在者を切
り出し、それらの間の関係を論ぜざるを得ないが、この問題構成においては、それらの個々
の存在者は常にその下位のレベルの諸存在者の共存によって成立する事象であり、また逆に
そのそれらの個々の存在者の共存の状態は、その総体が特定の空間と特定の時間の集積とし
て上位のレベルの「一つ」の個体としてそのレベルの他の個体との間で共存の関係を取り結
んでいることが想定されており、このプロセスは無限に続くことが強調されなくてはならな
い。一つの宗教集団を例にとれば、ある宗教集団が一つの宗教集団と言えるのは、内部の諸
宗派が一定の共存関係を取り結んでいるからであり、宗派もまた信徒の共存関係である。ま
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た宗教集団がその存在を維持しうるのは、その宗教集団が、その存在する地域社会なり、国
家なりの中の他の集団と一定の共存の関係を取り結んでいるからに他ならない。またその地
域社会や国家もまた同様で他の地域社会や国家との共存関係無しには存立し得ないのである。
　要約すると、無限の時間、空間における「共存」を語ることは出来ず、有意味な議論は一
定の時間と空間の幅の設定を要するが、その設定に対して予め与えられた普遍的に有効な基
準は存在せず、個々の議論に際して妥当な値を探さねばならず、また共存が一定の時空の場
における複数の異なる個体の間の関係である以上、議論の出発点においては一定のレベルに
おける存在者の個体を措定する必要があるが、そうした個体としての「物」には、無数の偶
有的性質の宿る場であり、またその個体自体が、下位のレベルの存在者に対しては共存の場
として事象しており、逆に上位のレベルの存在者に対しては、その個体が共存関係を結んで
いる他の個体と共に一つの個体を構成していることが忘れられてはならないのである。
　以上のような「共存」を語るに当たって注意を要する諸前提を確認した上で、以下にジハー
ドをキーワードとしてイスラームにおける共存の問題を論じていきたい。
　「イスラームにおいて共存を妨げるものがあるか」との問題設定が有効であるためには、
どのような時空が妥当であろうか？
　イスラームの自己理解においては、イスラームとはアーダム以来の全ての人類の宗教であ
るばかりでなく、宇宙の森羅万象の存在様態でもある。このイスラームの自己理解に即する
なら、そもそも「イスラームにおいて共存を妨げるものがあるか」との問い自体が意味を成
さない。先ず確認すべきは、「イスラームにおいて共存を妨げるものがあるか」と問う発想
自体が、イスラームにとって外部の視点であって、イスラームの内部の視点に立つ者からの
応答を期待することは出来ないということである。肯定であれ否定であれ、いかなる答えで
あれ、このような質問に対してそもそも回答があったとしたなら、それはイスラームの外部
の視点に立つものでしかありえない。
　イスラームの外部の視点から見るとき、イスラームとは６世紀から７世紀にかけてアラビ
ア半島で預言者として活動したムハンマドの創唱した宗教であり、今日においては世界中に
十数億人の信徒を要する世界宗教である。この外部視点に立つなら、問題設定において有効
な時空の幅は、差し当たり時間的には預言者ムハンマドによるイスラームの開教以来現在ま
で、そして現在の我々の世代が生きるであろう近未来を含めた約1450年、空間的には前近
代においては南北アメリカとオーストラリアを除く地上のほぼ全領域、近現代においては地
表の全て、としておいてよかろう。
　先に述べたように本稿では宗教はそれ自体としては存在せず、信徒や宗教建築などの、宗
教的象徴などに宿ってのみ存在するとの立場を取る。この立場に立って、宗教の共存を考え
るなら、共存とは、信徒および、宗教的象徴の共存を意味することになるが、イスラームは
歴史的には1400年にわたって、「啓典の民」と呼ばれる中東のキリスト教、ユダヤ教、及び
ゾロアスター教のみならず、ヒンズー教、仏教、儒教、道教、そして各地の民間信仰、そし
て近現代においては、共産主義などの無神論的諸イデオロギーの信奉者、およびそれらの象
徴とも共存してきたのが事実である。これはコンスタンチヌス体制とも呼ばれるキリスト教
ローマ帝国＝カトリック教会の元で、ローマ、ギリシャの宗教、ミトラ教などキリスト教を
除く全ての宗教がユダヤ教を除き根絶されたのとは顕著な対象を示している。
　但し総論としては、イスラームが他の諸宗教と共存してきたのが歴史的事実であっても、
それはそれぞれの信徒集団、宗教象徴などを集合として概観した場合であり、個々の要素を
単体で見た場合には、そうは言えない。時間的には、いかなる文明、文化、宗教、国家の下
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であれ、人は死に、物は壊れるのであり、当然のことながらイスラームもそれと関わる人の
死、物の毀滅を押しとどめて永遠の共存を実現することはできない。イスラームの歴史にお
いてもイスラーム教徒であれ、異教徒であれ、過去の人間は全て死に逝き、ムスリムのもの
であれ、異教徒のものであれ、宗教象徴の多くは消失し今はなく、あるいは遺跡と化してい
る。空間的には、イスラームと他宗教との「共存」には、大きな地域差がある。かつては異
教徒が存在したが、現在は殆ど消滅した地域も多数存在する。コプト教が今なお健在なエジ
プトを除き、北アフリカでは土着のキリスト教徒はほぼ消滅しており（ユダヤ教共同体はイ
スラエル建国後もなお存続している）、アフガニスタンでは、仏教徒は消滅し、バーミヤン
などの宗教象徴の遺跡が残るのみである。つまりこれらの土地では、一定の期間に亘って共
存の状態が続いたが、その間に同時並行的に徐々に消滅のプロセスも進んでいったのであ
り、これらの事例が「共存」の有無が二項的に一義的に決まるものではないことを示している。
　またイスラーム史上、他の宗教との共存の「事実」があった場合、その全てを「イスラー
ムにおける共存」と呼びうるのか否かは検討の余地がある。「民主主義」と呼ばれる、ある
いは称するイデオロギーを例に取れば、「民主主義」は、事実として近現代史上さまざまな
形で、ナチズム、ファシズム、スターリニズム、共産主義などと共存していたし、今なお、
君主制、独裁制、教皇制、貴族性、共産主義、民族主義、国粋主義、軍国主義などと共存し
ている。そうした「事実」をもって、民主主義のそれらの政治体制、イデオロギーとの「共
存」を語ることが妥当であろうか。また法治主義を標榜する国家において選挙、行政、司法
などに縁故主義が蔓延している「事実」があった場合、法治主義と縁故主義の「共存」を語
ること、あるいは平和主義を説く宗教の信徒が殺人を犯す、あるいは戦争を引き起こす「事
実」があった場合、平和主義と殺人、戦争の「共存」を語ることは妥当であろうか。
　民主主義とナチズム、スターリニズムの「共存」については、スターリニズムは「民主集
中制」を採る「スターリニズム」こそが真の民主主義であるとして民主主義を自称しており、
ナチズムは「指導者民主主義」とも呼ばれていたが、民主主義はスターリニズムやナチズム
と共存していたと言うよりも、ナチズムやスターリニズムの政治体制下では民主主義はな
かった、と言う方が常識に適う様に思われる。縁故主義が蔓延する国家は、たとえその国家
が法治主義を標榜していようとも「縁故主義と共存する法治主義国家」とは呼ばれず、端的
に法治主義国家ではないと言われるべきであろう。また平和主義を説く宗教の信徒が戦争を
始めた場合、その宗教が信徒間に平和主義と戦争の共存を実現させた、と述べるより、その
宗教の平和主義が機能しなかったが故に戦争が起きた、あるいはその宗教の規範の逸脱者、
あるいは「異端」が戦争を引き起こした、と述べるほうが説得力を有するように思われる。
「民主主義」、「法治主義」、「平和主義」は、偶有的性質であって、それらが「宿る」ことによっ
て、その宿った「物」が「民主的」「法治的」「平和的」になるのであって、どのような「物」
であれ、その「民主主義」、「法治主義」、「平和主義」の自称の「事実」により、その物が「民
主的」「法治的」「平和的」になるのではない。
　つまり思想、理念、宗教のような偶有的性質の「共存」については、「物」の「事実」の
みを語る「客観的」立場からは、共存を有意義に語ることはできず、それらの偶有的性質の
主体的な規範的概念規定が不可欠なのである。イスラームに即して言えば、「イスラームと
他の宗教、文化の共存の事実」があったとしても、そこで他宗教、他文化と共存していたの
はそもそも本当に「イスラーム」であったのか、たとえそこにあったものがイスラームでは
あったとしても、それは正常に機能していたのか、あるいはそれはイスラームの中の逸脱的
部分だけではなかったのか、が問われなければならないのである。
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　本発表では、西暦10世紀頃に成立、13世紀頃に確立し、その後、現在に至るまで、ム
スリム居住地全域で、高度に均質的に安定して存続しているスンナ派、及び12イマーム・
シーア派の法学・神学の規定するところの「イスラーム」あるいは、その「イスラーム」の
宿った「物」である、信徒、社会、制度、文化財などを「イスラーム」とし、その規範的な
「イスラーム」と他宗教、他文化との共存の可能性を考える立場を取る。
　イスラームは時間的にも空間的にも広範な広がりを持っており、その他宗教、他文化との
関わり方も絶望的なまでに多様である。しかし規範的イスラームの世界観を参照すること
で、多様性を一定程度までパターン化、整理することができる。古典イスラーム法学は、地
表を、イスラーム法の法治空間である「イスラームの家（dār al-islām）」とその外に広がる
無法地帯「戦争の家（dār al-harb）」に大別する。「イスラームの家」とは、ムスリム共同体
全体の長であるカリフが、領土を外敵の侵略から防衛すると同時に、イスラーム公法に則り
住民の生命、財産、名誉を護り、宗教に関しては、宗教共同体毎にその自治を保障するシス
テム、即ちカリフ制が実現される場である。実のところ、イスラーム法は二元的であり、全
ての市民が従うべき公法（公共法）と共同体法とに分けられ、公法が宗教の違いに関わらず
一律に強制されるのに対して、宗教的儀式だけではなく家族法及び服装規定等を含む宗教領
域においては宗教を基礎とした各共同体が各自の共同体法に従った自治を行うことを認める
ゆえに、多元主義的である、その意味で、イスラーム法による支配たるカリフ制は「世俗的」
とも言える。そしてこのイスラーム的法治空間「イスラームの家」を地上全体に広げること
がイスラーム的政治、即ちカリフ制の目的・理念となり、「イスラームの家」と「戦争の家」
の関係を律する法が、「ジハード」法、あるいは「シヤル」法と呼ばれる戦時外交法である。
　「イスラームの家」と「戦争の家」の関係が、「ジハード /シヤル」法と呼ばれる戦時外交
法（ジハード /シヤル）によって規定されるのに対して、「イスラームの家」の内部におけ
るムスリムと異教徒の関係はイスラーム法の「庇護民」の法によって規定される。つまり、
イスラームは、その他宗教、他文化の「共存」のあり方について、「イスラームの家」の内
部とその外部とで異なる二つの別のルールを有しているのであり、両者がイスラームにおけ
る他宗教、他文化との共存の二つの基本パターンとなるのである。従ってイスラームと他宗
教、他文化の共存を考えるにあたっては、先ず、「ジハード /シヤル」法と「庇護民」の法、
を参照すればよいことになる。
　勿論マックス・ヴェーバーの指摘を俟つまでも無く、法の妥当には、当該社会の全構成員
によるその遵守のみならず、支配者によるその施行の貫徹さえも必要としない。いかなる法
秩序であれ、法を破る者の存在だけでなく、法を施行すべき支配者自身による法の蹂躙が存
在する。イスラーム法も例外ではない。「事実」としてはイスラーム史上においても、「庇護
民」法も「ジハード /シヤル」法がいつでも完全に遵守されたわけではなく、多くの逸脱が
存在したが、本発表では、規範的イスラームの共存のパターンを示すことに主眼を置き、逸
脱については歴史的に生じたいくつかのパターンの例を挙げるにとどめたい。
　既述のように、カリフ制はイスラーム公共法に基づき全市民へ治安を保障し、宗教を基礎
とした各共同体に対し自治をゆだねる法治空間「イスラームの家」の実現を目指す「世俗的」
支配である。ところがカリフ制が「世俗的」であるのは、イスラームの使命の本質自体に由
来する。イスラームの使命は（1）イスラーム的統治、つまりカリフ制の拡張、（2）自由意
志によるイスラームの信仰の宣教の２段構えである。なぜならば、武力による強制が実施さ
れるのは、納税を伴うイスラーム公法の遵守が拒絶された場合にのみであり、イスラームの
信仰が拒絶された場合ではないからである。イスラームでは、信仰を強制することは無意味
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と考えるので、信仰を強制することは無く、また内心の信仰の当否を知る者はアッラーフし
かいないため、信仰告白の言葉以上に、信仰を詮索することは無い。
　イスラームは地上全土をこのイスラーム法の法治空間「イスラームの家」と化すことを使
命とするが故に、普遍主義・拡張主義・帝国主義的と呼びうる。そしてこの使命が暴力に
よって阻止された時点で、法学的意味のジハードが発動する。
　「ジハードは私の召命以降、最後の我がウンマ（イスラーム共同体）がダッジャール（偽
キリスト）と戦うまで継続する」のハディース（アブー・ダーウード）の示すようにイスラー
ムの戦争観は二重の意味でリアリスティックである。つまり、（1）イスラーム法による統治
を武力によって阻止しようとする悪の勢力はいつの世にも存在し、それゆえ世界に戦争がな
くなり平和になることはなく、（2）またイスラームは最後のイエスの再臨、救世主（マフ
ディー）の出現、という神の直接的介入がない限り、通常の歴史においてその悪の勢力に勝
利することはできない、との醒めた認識がイスラームの戦争観を特徴付けているのである。
この意味では、イスラームは、他宗教、他文化との「共存」がやむを得ないこの世の「現実」
であることをその世界観の中に組み込んでいる、とも言うことができよう。
　「イスラームの家」の拡張は、宣教から始まる。イスラームの宣教はカリフの責務である。
カリフは先ず、「イスラームの家」の外部、「戦争の家」にイスラームの教えを伝えなければ
ならない。カリフの使節の宣教に応えて住人がイスラームに入信すれば彼らの土地は「イス
ラームの家」に編入される。新たにイスラームを受け入れた新入信者には他のムスリムと全
く同じ権利と義務が生ずる。アッラーフは聖クルアーンの中で明瞭に述べている。

「啓典を授けられた者たちで、アッラーフも最後の日も信じず、…（中略）…彼らが卑
しめられて手ずから税を支払うまで戦え」（クルアーン９章29節）。

さらに、教友アル＝ムギーラはニハーバンドの戦いの日にペルシア軍に対して

「我々の預言者は、我々に対してお前達がアッラーフのみを崇拝するか、税（ジズヤ）
を支払うまでお前達と戦えと命令した」

と述べたと伝えている。（アル＝ブハーリー）
　入信を拒んだ者には納税のオプションが与えられる。税の額は学派によって異なるが
シャーフィイー法学派、ハンバリー学派によれば、富裕層は年間４ディナール（約５万円）、
中間層は２ディナール、貧困層は１ディナール、最貧困層は免除される。
　納税のオプションが与えられる異教徒の範疇は法学派によって異なる。マーリキー派では
全ての異教徒、ハナフィー派及びハンバリー派の少数説ではアラブの多神教徒を除く全て
の異教徒、ハンバリー派、シーア派ではユダヤ教徒、キリスト教徒、ゾロアスター教徒、
シャーフィイー派では、歪曲されないオリジナルなキリスト教、ユダヤ教の信者の子孫及び
ゾロアスター教徒のみとなる。
　納税を拒んだ場合に戦闘になる。休戦は許されるが、無期限の休戦は許されない。休戦期
間の上限は、シャーフィイー派、ハンバリー派、シーア派では10年、ハナフィー派、マー
リキー派では上限は無くカリフの裁量による。
　休戦協定が結ばれた場合には、ムスリムには協定の遵守が義務となる。休戦協定が結ばれ
れば、協定が有効な間は、敵国内でムスリムが迫害を蒙ってもその支援のために武力介入す
ることは許されない。
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「…信仰したが（イスラームの家に）移住しない者は、彼らが移住するまで、お前たち
には彼らに対して何の責任も無い。しかし彼らが宗教のことでお前たちに助けを求める
なら、お前たちには支援が義務となる。ただしお前たちとその者たちの間に協約がある
民に対しては別である。アッラーはお前たちが行うことに通暁し給う。」（８章72節）

　「イスラームの家」の内部での異教徒の恒久的共存は庇護関係によって保障されるが、一
次的な滞在は、以下のクルアーンの節による安全保障の付与によって許可される。

「もし多神教徒のひとりがおまえ（ムハンマド）に庇護を求めたなら、彼がアッラーの
御言葉を聞くまでは彼を庇護し、それから安全な場所に送り届けよ。それは、彼が知ら
ない民だからである。」（クルアーン９章６節）

　安全保障の付与は、「イスラームの家」に住むあらゆるムスリムの権利であり、誰か一人
が安全保障を与えたなら、他のすべてのムスリムはそれに拘束される。
　安全保障は背教者を除くあらゆる異教徒を対象とするが期間は１年で、１年を超える場
合、出国するか、庇護民となって残留するかを選ばねばならない。
　イスラーム法の施行される「イスラームの家」の中でムスリムにとって共存が可能な対象
を整理しよう。
　共存には恒久的共存の対象である「庇護民」と一時的共存の対象である「安全保障取得者」
に分かれる。
　税の支払い、イスラーム公法の遵守の承認は両者共通の条件である。なお、イスラーム公
法の遵守の承認はムスリムにとっても信仰の条件であり、またムスリムには税（ジズヤ）で
はなく浄財（ザカー）の支払いが義務となる。
　「安全保障取得者」は、イスラームから背教した者を除き、あらゆる異教徒になることが
可能である。
　「庇護民」の条件は学派によって違うが、最も緩やかなマーリキー派、ハンバリー派の少
数説では、背教者以外の全ての異教徒、最も厳しいシャーフィイー派では、本来の教えを保
持しているキリスト教徒、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒のみであり、実際には現存するキ
リスト教徒、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒のほぼ全てが排除される。
　「物」に関しては十字架のような宗教的象徴は人目につく「公的」な場には存在すること
が許されない。既存の教会、シナゴーグのような宗教施設は、保護されるが、新築はもとよ
り改築も許されない。但し、武力征服ではなく、当初からの講和により庇護契約を結ぶ場
合、改築を契約の条件につけた場合はその条件は有効である。
　庇護民、ムスリムと同じく生命、財産、名誉を保証され、その意味においてムスリムとの
共存が可能であるが、それは庇護民がムスリムと平等な扱いを受けることを意味しない。
　例えばハンバリー派によると庇護民に対する差別待遇は以下の通りである。
　ムスリムとの識別。馬を除く駄獣には鞍でなく荷鞍を敷いて乗る。集会で最初に発言する
ことは不可。そのために起立することも、先に挨拶することも不可。教会の新築、転売、破
損箇所の改築は不可。ムスリムのものよりも高い建物、同じ高さの建物の建築不可。酒、
豚、鐘を人目に晒すこと、また彼らの聖典を朗唱することも不可。キリスト教徒のユダヤ教
への改宗、およびその逆も不可。
　こうした差別待遇が、長期的にはイスラームへの入信の動機付けとなったことは十分に考
えられる。イスラーム世界は宗教の博物館と言われるように多くの宗教・宗派が残っている
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が、徐々に異教徒の数が減り、現在ではムスリムが多数派になっている土地が多いのも事実
であり、それにはイスラームの教義に惹かれての自発的な入信だけではなく、差別待遇を解
消するための「世俗的」動機によるものもあったと思われるからである。
　「イスラームの家」においては、背教者とは絶対的に共存の余地は無いが、それ以外の異
教徒との共存は、カリフがどの学説を採用するか、及び、その時点の政治状況に左右される
ことになる。
　序で述べたように「別の物」同士の「共存」を語る文脈は本来的には「同じ場所」では相
互作用が可能な程度に近接した「別の場所」である。
　たとえ「イスラームの家」において共存できない異教徒であっても、「戦争の家」にいる
限り、カリフが休戦協定を結べば、共存は可能になる。無期限の休戦は許されないが、ハナ
フィー派、マーリキー派では上限無く長期の休戦が可能であり、10年を上限とする他学派
でも更新は可能であるため、事実上は無期限に延期が可能である。従ってイスラーム法上
は、「戦争の家」に住む異教徒との共存は休戦協定の締結により可能であり、その更新の繰
り返しにより、共存の可能性に時間的な限界は無い、ということになる。
　但し、休戦は法的に可能である、というだけであり、実際に休戦が選ばれるか、戦争にな
るかはその時点での政治状況次第ということになる。
　イスラームは庇護と安全保障の制度により、宗教的自治権を有する異教徒との共存を組み
込んだ「イスラームの家」の概念を発達させた。またこの「イスラームの家」での共存がで
きない異教徒とも、彼らが「戦争の家」に居る限り、休戦協定を結ぶことによって、彼らの
信条、行為に一切干渉することなく共存することが可能となるのである。
　ところがイスラームにおける共存が成立するためには、「イスラームの家」にカリフ制が
樹立されることが前提条件であり、カリフ制が不在である以上、イスラーム法が施行される
こと、「戦争の家」との休戦協定の締結も不可能であり、イスラームとの安定した共存関係
が構築される可能性も存在しない。
したがって「イスラームにおける共存を妨げるもの」とは現在のカリフ制不在の状況そのも
のということができる。
　但し、「イスラームの家」は不可逆的に拡大するものと仮定されているために、一旦「イ
スラームの家」に組み込まれた土地は、異教徒に奪回されても理論上は「イスラームの家」
のままであり、その再征服が義務になる。特にそこにムスリム住民が残存した場合はそうで
ある。理論上はともかく、現実問題としては、異教徒に奪回されたイスラームの土地の問題
が、紛争の原因となっているように思われる。
　今日の「イスラーム世界」、つまりかつての「イスラームの家」の版図は、おおむね、現
在ムスリムが多数を占める、西欧型国民国家の領域と一致する。これらの国家群をここでは
「ムスリム国家」と呼ぶとしよう。すると現在のムスリムは、ムスリム国家にマジョリティ
として住んでいるか、非ムスリム国家にマイノリティとして住んでいるかのいずれかである
ことになる。
　しかし当然のことながら、近代国家の国境と、「イスラームの家」、「戦争の家」の区分と
は厳密には一致せず、かつてのイスラームの家の一部が、非ムスリム国家に組み入れられる
場合も生じた。そのようにしてムスリムが国家のなかでマイノリティに転落した地域として
は、インドのカシミール、タイのパタニ、またフィリピンのミンダナオ、ロシアのチェチェ
ン、中国の新彊などがある。
　そこで、非ムスリム国家に住むムスリムも、かつての「イスラームの家」の住民の子孫た
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ちと、戦争の家の居留者の子孫および新規移住者に大別して考えることができる。したがっ
て現在のムスリムは、その居住地の歴史的特性によって、①ムスリム国家の住民、②かつて
は「イスラームの家」の一部であったが現在は非ムスリム国家に組み込まれた土地の住民、
③かつての「戦争の家」に成立した非ムスリム国家に住む居留民の子孫および新規の移民に
大分される。この区分は、今日の地域紛争とイスラームのかかわりを考えるうえでも有効だ
と思われる。
　例えば、ムスリム同胞団は、エジプトやヨルダンのようなムスリム国家では、議会に進出
して議会制民主主義の枠内で「イスラーム国家」樹立のための合法闘争をめざしているが、
ユダヤ教徒によって占領されたパレスチナでは、ジハード（聖戦）による反体制武力闘争路
線をとっている。
　またジャマーアテ・イスラーミーも、インド・パキスタンの分離独立による組織の分裂後
は、ムスリム国家パキスタンではイスラーム法の施行によるパキスタンのイスラーム国家化
を、ムスリムがマイノリティに転落した非ムスリム国家インドでは国家理念としての世俗主
義の堅持を、ムスリムがマジョリティを占める両国の係争地カシミール地方では、インドか
らの分離独立とムスリム国家の樹立を求めている。以上からもわかるように、同系の民族、
同じ団体であってさえも、地域の歴史的特性の相違によって、現実の政治的立場はまったく
異なりうる。
　戦争の家の居留民の子孫で有名な例としては、中国の回族がある。彼らは内婚集団をつ
くって宗教的アイデンティティをいまなお保持しているが、独自の言語、孤立した居留地を
もたず、中国各地に散らばり、漢族に交じって小さなコミュニティをつくって暮らしている
ため、文化的にも漢族との同化が進んでいる。
　また、今日の欧米のムスリムは、新規の移民と、非ムスリム国家に生まれその国籍を有す
る二世、三世など居留民の子孫、欧米人の改宗者の混成となっている。日本でも、とくにア
ジア地域を中心とするムスリム労働者の増大によって、ヨーロッパに似た状況が現出しつつ
ある。




